
續
日
本
紀
巻
第
十
　
起
二

神
龜
四
年
正
月
一

盡
二

天
平
二
年
十
二
月
一

從
四
位
下
行
民
部
大
輔
兼
左
兵
衛
督
皇
太
子
學
士
臣
菅
野
朝
臣
眞
道
等
奉
　
勅
撰

天
璽
國
押
開
豊
櫻
彦
天
皇
　
聖
武
天
皇

〔
丁
卯
〕

　
　
ス

　
　
　
　
　
　
フ
レ
ハ
ナ
リ

四
年
春
正
月
甲
戌
朔
。
廢
朝
。
雨
　
　

也
。

三
　

　
　
　
シ
テ

　
　
ニ
　
　
ク
　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
ス

　
　
ヲ

　
　
ノ
　
　
　
ヨ
リ　
　
ス

　
　
ノ

　
　
　
　
ナ
ル

丙
子
。
　
天
皇
御
二

大
極
殿
一

受
レ

朝
。
」
是
日
。
左
京
職
獻
二

白
雀
一。
河
内
國
　

獻
二

嘉
禾
異
畝
同
穂

一。
　

七
　

　
　
ス

　
　
ヲ

　
　
ニ

庚
辰
。
宴
二

五
位
已
上
於
朝
堂
一。

九
　

　
　
　
シ
テ

　
　
ニ
　
　
ス

　
　
ヲ　
　
　
　
フ
コ
ト　
　
ヲ　
　
リ

壬
午
。
御
二

南
苑
一

宴
二

五
位
已
上
一。
賚
レ
　

帛
有
レ

差
。

廿
二

　
　
　
セ
リ

　
　
ヲ

乙
未
。
夜
。
月
犯
二

心
大
星
一。

廿
七

　
　
ク

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ノ　
　

　
　
ノ

庚
子
。
授
二

正
三
位
多
治
比
眞
人
池
守
從
二
位
。
正
五
位
上
高
安
王
。
正
五
位
下
佐
為
王
。
无
位

　
　
ノ　
　
ニ　
　
ニ

　
　
ノ　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ニ

船
王
並
從
四
位
下
。
无
位
池
邊
王
從
五
位
下
。
正
五
位
下
榎
井
朝
臣
廣
國
正
五
位
上
。
從
五
位
下

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ノ

ア
ヅ
ミ
〔
印
〕

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ニ　
　
ニ

平
羣
朝
臣
豊
麻
呂
從
五
位
上
。
正
六
位
上
柿
本
朝
臣
建
石
。
阿
曇
宿
祢
刀
。
錦
部
連
吉
美
並
從
五

　
　
ヲ

位
下
一。

甲
辰
朔
　
九
　

　
　
ル

　
　
ノ　
　
ヲ

　
　
ニ　
　
ス

　
　
ニ　
　
ノ

　
　
ヲ

二
月
壬
子
。
造
二

難
波
宮
一。
雇
民
免
二

課

并
房
雜
徭
一。

十
三

　
　
ノ

　
　
ス

丙
辰
。
夜
雷
雨
大
風
。
」
兵
部
卿
正
四
位
下
阿
倍
朝
臣
首
名
卒
。

十
八

　
　
　
シ
テ

　
　
ヲ

　
　
ニ

　
　
ム

　
　
セ

　
　
ヲ　
　
　
　
メ
ナ
リ

　
　
　
　
セ
ン
カ

　
　
ヲ

辛
酉
。
請
二

僧
六
百
。
尼
三
百
於
中
宮
一。
令
レ

轉
二

讀
金
剛
般
若
經
一。
為
レ
　

銷
二
　

異
一

也
。

廿
一

　
　
ス

　
　
ニ

　
　
　
シ
テ

　
　
ル

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
テ

　
　
ヲ

甲
子
。
天
皇
御
二

内
安
殿
一。
　
詔
　

召
二

入
文
武
百
寮
主
典
已
上
一。
左
大
臣
正
二
位
長
屋
王
宣
レ

　
勅

　
　
ク

コ
ロ

　
　
　
リ
ニ　
　
テ

カ
ク　
　
ク

　
　
　
シ
テ

　
　
　
セ
リ

　
　
テ
　
　
ヲ

　
　
　
ス
ト

曰
。
比
者
咎
徴
荐
　

臻
。

氣
不
レ

止
。
如
聞
。
時
政
違
乖
。
民
情
愁
怨
。
天
地
告
レ

譴
。
鬼
神
見

　
　
ヲ

　
　
　
　
ス
コ
ト　
　
ヲ

　
　
　
ナ
ラ
　
　
テ　
　
ル
　
　
　
　
　
　
カ

　
　
タ

　
　
ノ

　
　
ル
　
　
メ

　
　
ヲ
　
　
カ

　
　
　
テ
ヽ

　
　
ヲ
　
　
　
ク
ハ

レ

異
。
朕
施
レ
　

徳
不
レ

明
。
仍
有
二

懈

一

耶
。
将
百
寮
官
人
不
レ

勤
二

奉
公
一

耶
。
身
隔
二

九
重
一。
多

　
　
タ
　
　
ニ
　
　
フ
セ
　
　
ク
　
　
ム

　
　
ノ　
　
　
　
ヲ
シ
テ　
　
ク　
　
テ

　
　
ノ

　
　
　
シ
テ　
　
ヲ

　
　
ニ

　
　
　
セ
ル　
　
ト

　
　
テ

未
二

詳
委
一。
宜
レ

令
乙

其
諸
司
長
官
　
精
択
下

當
司
主
典
已
上
。
労
二

心
公
務
一

清
勤
著
聞
　

者
。
心
挾

　
　
ヲ　
　
ル
　
　
セ
　
　
ノ　
　
ニ
　
　
ト

　
　
キ
　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
　
　
ニ
シ
テ　
　
ヲ

　
　
セ

　
　
ノ
　
　
　
ヲ
ハ　
　
テ　
　
ヘ

　
　
ヲ

　
　
ノ
　
　
　
ヲ
ハ　
　
テ
　
　
ニ

二

偽
一不
レ

供
二

其
職
一

者
。
如
レ

此
二
色
上。
具
レ
　

名
奏
聞
甲。
其
善
者
　

量
与
二

昇
進
一。
其
惡
者
　

隨
レ

状

　
　
　
セ
ン
　
　
ク
　
　
ク
　
　
シ

　
　
　
　
ム
コ
ト　
　
フ
　
　
カ　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
テ
　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
　
　
セ
シ
ム

　
　
ノ

貶
黜
。
宜
下

莫
二

隱
諱
一
　

副
中

朕
意
上

焉
。
」
是
日
。
遣
二

使
於
七
道
諸
國
一。
巡
二

監
　
國
司
之
治
迹
勤

　
　
ヲ

怠
一

也
。

廿
三

　
　
　
シ
テ

　
　
テ

　
　
ニ

　
　
　
ケ
リ

　
　
ニ

　
　
　
シ
テ

　
　
ニ
　
　
　
レ
リ
　
　
ヒ

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
　
　
　
　
　
カ
ラ
ン
コ
ト
ヲ

丙
寅
。
　
詔
　

曰
。
時
臨
二

東
作
一。
人
赴
二

田
疇
一。
膏
澤
調
暢
。
春
事
既
起
。
思
二

九
農
之
方
茂
一。
　



　
　
フ

　
　
ノ
　
　
　
　
　
ン
コ
ト
ヲ

　
　
　
　
　
ナ
ル
コ
ト
　
　
テ
　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
　
シ
テ

　
　
ニ

　
　
ク
　
　
フ

　
　
マ
テ

　
　
ニ

冀
二

五
稼
之
有
一レ
　
　

饒
。
　
順
二

是
令
節
一。
仁
及
二

黎
元
一。
宜
レ

賜
下

京
邑
六
位
已
下
至
二

庶
人
一

戸
頭

　
　
　
　
コ
ト
ニ

　
　
ヲ

人
　
塩
一
顆
。
穀
二
斗
上。

癸
酉
朔
　
三
　

　
　
テ

　
　
ヲ

　
　
ル

　
　
ノ

　
　
ヲ

三
月
乙
亥
。
百
官
奉
レ

　
勅
。
上
二

官
人
善
惡
之
状
一。

十
三

　
　
シ
テ

　
　
ニ

　
　
　
シ
テ　
　
フ

　
　
ノ

　
　
ニ　
　
ヲ

　
　
　
ニ
ハ

　
　
　
ニ
ハ

乙
酉
。
　
天
皇
御
二

正
殿
一。
　
詔
　

賜
二

善
政
官
人
物
一。
最
上
二
位
　

一
百
疋
。
五
位
已
上
　

疋
。

　
　
　
ニ
ハ

　
　
ノ　
　

　
　
　
ニ
ハ

　
　
　
ニ
ハ

　
　
ハ

　
　
ヲ

　
　
ニ

　
　
ハ

六
位
已
下
　

廿
疋
。
次
上
五
位
以
上
　

廿
疋
。
六
位
以
下
　

一
十
疋
。
其
中
等
不
レ

在
二

賜
例
一。
下
等

　
　
ス

皆
解
黜
焉
。

廿
二

　
　
ス

　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
テ

　
　
ヲ　
　
ク

　
　
ノ

　
　
ハ

　
　
　
シ
テ

甲
午
。
　
天
皇
御
二

南
苑
一。
參
議
從
三
位
阿
倍
朝
臣
廣
庭
宣
レ

　
勅
云
。
衛
府
人
等
。
日
夜
宿
二

衛

　
　
ニ

　
　
レ

　
　
　
ス
ク　
　
レ
　
　
ノ　
　
ヲ　
　
　
　
　
　
ス
ル
コ
ト
ヲ

　
　
ニ

　
　
テ　
　
フ

　
　
ヒ

　
　
ノ

　
　
　
　
マ
テ
ニ

　
　
ニ

闕
庭
一。
不
レ

得
下

輙
　

離
二

其
府
一

散
中

使
　
　
他
處
上。
因
賜
下

五
衛
府
及
授
刀
寮
醫
師
已
下
至
二
　

衛
士

　
　
ヲ　
　
　
　
コ
ト
ニ

一

布
上。
人
　
有
レ

差
。

廿
五

　
　
ル

　
　
ニ　
　
ニ

丁
酉
。

惑
入
二

東
井
西
亭
間
一。

癸
卯
朔
　
三
　

　
　
ノ

　
　
ス

夏
四
月
乙
巳
。
散
位
從
四
位
下
上
道
王
卒
。

　
　
　
　
　
セ
ル
コ
ト

五
月
壬
申
朔
。
日
有
レ

蝕
　
　

之
。

四
　

　
　
ス
　
　
ノ　
　
ノ

　
　
ニ

乙
亥
。
幸
二

甕
原
離
宮
一。

五
　

　
　
　
シ
テ

　
　
ノ　
　
ニ

　
　
ル

　
　
ノ

　
　
ヲ

丙
子
。
　
天
皇
御
二

・
南
野

一。
觀
二

餝
騎
騎
射
一。

六
　

　
　
　
レ
リ

　
　
ノ

丁
丑
。
　
車
駕
至
レ

自
二

甕
原
宮
一。

二
十

　
　
リ

　
　
ノ

　
　
テ

　
　
キ　
　
　
レ
リ

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
　
シ
テ　
　
ル
　
　
ト

辛
卯
。
從
二

楯
波
池
一。
飄
風
忽
來
。
吹
二

折
　

南
苑
樹
二
株
一。
即
化
　

成
レ

雉
。

辛
未
朔
　
廿
七

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
テ

　
　
ヲ
　
　
ス
　
　
ヲ

秋
七
月
丁
酉
。
筑
紫
諸
國
。
庚
午
籍
七
百
七
十
巻
。
以
二

官
印
一

々
レ

之
。

庚
子
朔
　
廿
三

　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ヲ

八
月
壬
戌
。
補
二

齋
宮
寮
官
人
一
百
廿
一
人
一。

庚
午
朔
　
三
　

　
　
　
シ
テ　
　
ノ　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
　
　
ラ
シ
ム

　
　
ノ

　
　
ニ

九
月
壬
申
。
遣
二

井
上
内
親
王
一。
侍
二
　

於
伊
勢
大
神
宮
一

焉
。

廿
一

　
　
テ　
　
ク

　
　
ノ　
　
ニ

　
　
テ
　
　
ヲ

　
　
シ

　
　
テ　
　
フ

　
　
ヲ

庚
寅
。
渤
海
郡
王
使
首
領
高
齋
徳
等
八
人
。
來
着
二

出
羽
國
一。
遣
レ

使
存
問
。
兼
賜
二

時
服
一。

己
亥
朔
　
廿
九

閏
九
月
丁
卯
。
皇
子
誕
生
焉
。

己
巳
朔
　
二
　

　
　
ノ

　
　
ス

　
　
ク
　
　
ヲ　
　
キ
　
　
ヲ

　
　
　
ス
ト

　
　
ヲ

　
　
ス

　
　
　
レ
テ

ヲ
サ
レ
　
　
　
ス
ル

冬
十
月
庚
午
。
安
房
國
言
。
大
風
抜
レ

木
發
レ

屋
。
損
二

破
　

秋
稼
一。
」
上
総
國
言
。
山
崩
　
壓
　

死
　

　
　
ト

　
　
ニ　
　
フ

　
　
ヲ

百
姓
七
十
人
。
並
加
二

賑
恤
一。

五
　

　
　
ス

　
　
ニ
　
　
　
メ
ニ

　
　
ノ

　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
フ

　
　
ノ

　
　
ニ　
　
ヲ

　
　
ヒ

癸
酉
。
　
天
皇
御
二

中
宮
一。
為
二

皇
子
誕
生
一。
赦
二

天
下
大
辟
罪
已
下
一。
又
賜
二

百
官
人
等
物
一。
及
天

　
　
ノ

　
　
ニ

ウ
マ
ル　ヽ
　
　
ニ
ハ

下
与
二

皇
子
一

同
日
　

産
　
者
。
布
一
端
。
綿
二
屯
。
稲
廿
束
。

六
　

　
　
　
　
マ
テ
ニ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

甲
戌
。
王
臣
以
下
。
至
二
　

左
右
大
「
臣
」
舎
人
。
兵
衛
。
授
刀
舎
人
。
中
宮
舎
人
。
雜
工
舎
人
。



　
　
ノ

　
　
ニ
　
　
　
コ
ト　
　
ヲ

　
　
リ

　
　
テ

　
　
ノ

　
　
ヲ
　
　
ス

　
　
ト

太
政
大
臣
家
資
人
。
女
孺
一。
賜
レ

祿
各
有
レ

差
。
」
以
二

從
三
位
阿
倍
朝
臣
廣
庭
一

為
二

中
納
言
一。

戊
戌
朔
　
二
　

　
　
ス

　
　
ニ

　
　
ヒ

　
　
テ
　
　
ヲ

　
　
リ
　
　
シ

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ニ　
　
ス

　
　
ノ

十
一
月
己
亥
。
　
天
皇
御
二

中
宮
一。
太
政
官
及
八
省
各
上
レ

表
。
奉
レ

賀
二

皇
子
誕
育
一。
并
獻
二

玩
好

　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
フ　

　 　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
　
　
マ
テ
ニ

　
　
ニ

　
　
　
ニ
ハ

　
　
　
　
フ
コ
ト　
　
ヲ　
　
リ

　
　
ノ

物
一。
」
是
日
。
賜
下

宴
文
武
百
寮
已
下
至
二
　

使
部
一

於
朝
堂
上。
五
位
已
上
　

賜
レ
　

綿
有
レ

差
。
累
世
之

　
　
ノ

　
　
ノ
　
　
　
セ
ル

　
　
ヲ　
　
　
ニ
ハ
　
　
ニ　
　
フ

　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
ノ

家
嫡
子
身
帶
二

五
位
已
上
一

者
。
別
加
二

十
疋
一。
但
五
位
上
調
連
淡
海
。
從
五
位
上
大
倭
忌
寸
五

　
　
テ
　
　
ニ

　
　
　
　
ル
コ
ト　
　
ノ　
　
ニ

　
　
　
シ
テ

　
　
リ

　
　
ノ

　
　
ニ

　
タ
ス
ケ
〔
印
〕

　
　
テ

　
　
ノ

　
　
ヲ

百
足
。
二
人
年
齒
居
レ

高
。
得
レ

入
二
　

此
例
一

焉
。
　
詔
　

曰
。
朕
頼
二

神
祗
之
祐
一。
蒙
二

宗
廟
之
靈
一。

　
　
ク　
　
チ

　
　
ヲ

　
　
ニ
　
　
　
セ
リ

　
　
ヲ

　
　
ク
　
　
テ　
　
ス

　
　
ト

　
　
テ

　
　
ニ

　
　
ニ
　
　
　
メ
ヨ

　
　
セ

久
有
二

神
器
一。
新
誕
二

皇
子
一。
宜
三

立
為
二

皇
太
子
一。
布
二

告
百
官
一。
咸
令
二

知
聞
一。

三
　

　
　
ヒ

　
　
テ
　
　
ヲ

　
　
ル
　
　
シ

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
　
　
ス
コ
ト　
　
ヲ

　
　
リ

庚
子
。
僧
綱
及
僧
尼
九
十
人
上
レ

表
。
奉
レ

賀
二

皇
子
誕
生
一。
施
レ
　

物
各
有
レ

差
。

八
　

　
　
ノ

　
　
ス
　
　
　
　
　
ス
ル
コ
ト　
　
ヲ　
　
リ

乙
巳
。
南
嶋
百
卅
二
人
來
朝
。
叙
レ
　
　

位
有
レ

差
。

十
四

　
　
ノ

　
　
テ

　
　
ヲ

　
　
ス

　
　
ヲ

　
　
ノ　
　
ニ

辛
亥
。
大
納
言
從
二
位
多
治
比
眞
人
池
守
引
二

百
官
史
生
已
上
一。
拝
二

皇
太
子
於
太
政
大
臣
第
一。

十
九

　
　
フ
　
　
ヲ

　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ニ

々
　
　
リ

丙
辰
。
賜
二

宴
於
五
位
已
上
并
无
位
諸
王
一。
祿
各
有
レ

差
。

廿
一

　
　
フ

　
　
ノ

〔
光
明
子
〕

　
　
ニ

　
　
ヲ

戊
午
。
賜
二

從
三
位
藤
原
夫
人
食
封
一
千
戸
一。

戊
辰
朔
　
十
　

　
　
　
シ
テ

　
　
ク　
　
リ

　
　
レ
　
　
　
ナ
リ
　
　
キ

十
二
月
丁
丑
。
　
勅
　

曰
。
僧
正
義
淵
法
師
。【
俗
姓
市
往
氏
也
。
】
禪
枝
早
茂
。
法
梁
惟
隆
。
扇

　
　
ヲ

　
　
ニ
　
　
　
セ
リ

　
　
ヲ

　
　
ニ

シ
カ
ノ
ミ
ナ
ラ
ス

　
　
ノ

　
　
　
マ
テ

　
　
カ　
　
ニ

　
　
　
シ
テ

　
　
ニ

二

玄
風
於
四
方
一。
照
二

惠
炬
於
三
界
一。
加
　
　

以
。
自
二

先
帝
御
世
一。
迄
二

于
朕
代
一。
供
二

奉
　

内
裏
一。

　
　
シ
　
　
ノ

　
　
　
フ
ニ　
　
レ

　
　
　
　
　
　
カ
ク
ノ
如
キ

　
　
ニ

　
　
　
　
ン
ナ
リ　
　
ク
　
　
メ

　
　
ノ　
　
ヲ
　
　
　
ヒ
テ　
　
ノ　
　
ノ　
　
ヲ

　
　
フ
　
　
ノ

　
　
ニ

無
二

一
咎
僣
一。
念
　

斯
若
　
　
人
。
年
徳
共
隆
。
宜
下

改
二

市
往
氏
一。
賜
二

岡
連
姓
一。
傳
中

其
兄
弟
上。
」

　
　
ノ

　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ハ

正
三
位
縣
犬
養
橘
宿
祢
三
千
代
言
。
縣
犬
養
連
五
百
依
。
安
麻
呂
。
小
山
守
。
大
麻
呂
等
。
是
一

　
　
ノ　
　
　
　
ニ
シ
テ

　
　
ノ
　
　
　
ナ
リ
　
　
フ　
　
ニ
　
　
　
シ
テ

　
　
ニ

　
　
ク
　
　
　
ン
ト

　
　
ノ　
　
ヲ

　
　
　
シ
テ　
　
ス
　
　
ヲ

祖
子
孫
。
骨
肉
孔
親
。
請
共
沐
二

天
恩
一。
同
給
二

宿
祢
姓
一。
　
詔
　

許
レ

之
。

二
十

　
　
　
ヨ
リ
　
　
　
シ
テ　
　
ヲ

　
　
ニ

　
　
　
シ
ム

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
テ
　
　
ニ

　
　
ス

　
　
　
シ
テ　
　
テ
　
　
ノ

　
　
ニ

丁
亥
。
先
レ

是
　

遣
二

使
七
道
一。
巡
二

　

國
司
之
状
迹
一。
使
等
至
レ

是
復
命
。
　
詔
　

依
二

使
奏
状
一。
上

　
　
　
ニ
ハ

　
　
メ

　
　
ヲ

　
　
　
ニ
ハ

　
　
ヲ

　
　
　
ニ
ハ

　
　
ル
　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
　
　
ス
コ
ト　
　
ヲ　
　
モ　
　
キ

　
　
ノ

等
　

者
進
二

位
二
階
一。
中
等
　

者
一
階
。
下
等
　

者
破
レ

選
。
其
犯
レ
　

法
尤
甚
者
。
丹
後
守
從
五
位
下

　
　
ノ

　
　
シ
　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ハ

　
　
ス

　
　
ク

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ヲ

羽
林
連
兄
麻
呂
處
レ

流
。
周
防
目
川
原
史
石
庭
等
除
名
焉
。
授
二

正
六
位
上
背
奈
公
行
文
從
五
位
下

　
　
ノ

　
　
ス

一。
」
渤
海
郡
王
使
高
齋
徳
等
八
人
入
京
。

廿
九

　
　
　
シ
テ　
　
ヲ　
　
フ

　
　
ニ

　
　
ヲ

　
　
ハ

モ
ト

　
　
　
ナ
リ

　
ノ
〔
天
智
〕

丙
申
。
遣
レ

使
賜
二

高
齋
徳
等
衣
服
冠
履
一。
渤
海
郡
者
舊
高
麗
國
　

也
。
淡
海
朝
廷
七
年
冬
十
月
。

　
　
テ　
　
ス

　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
ク
　
　
　
ヘ
ヌ

　
　
テ
　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
テ

唐
将
李
勣
伐
滅
二

高
麗
一。
其
後
朝
貢
久
絶
　

矣
。
至
レ

是
渤
海
郡
王
遣
下
二

寧
遠
将
軍
高
仁
義
等
廿
四

　
　
ヲ

　
　
セ

　
　
ク

　
　
ノ　
　
ニ

　
　
ニ
　
　
　
レ
テ

　
　
セ

　
　
　
カ
ニ
　
　
　
レ
テ　
　
ヲ
　
　
　
レ
リ

人
一

朝
聘
上。
而
着
二

蝦
夷
境
一。
仁
義
以
下
十
六
人
並
被
二

殺
害
一。
首
領
齋
徳
等
八
人
僅
　

免
レ

死
而
來
。

〔
戊
辰
〕

　
　
ス

　
　
　
　
　
　
フ
レ
バ
ナ
リ

五
年
春
正
月
戊
戌
朔
。
廢
朝
。
雨
　
　

也
。

三
　

　
　
ス

　
　
ニ

　
　
ヒ

　
　
ノ

　
　
ス

庚
子
。
　
天
皇
御
二

大
極
殿
一。
王
臣
百
寮
及
渤
海
使
等
朝
賀
。

七
　

　
　
　
シ
テ

　
　
ニ

　
　
ス

　
　
ヲ
　
　
　
コ
ト　
　
ヲ　
　
リ

甲
辰
。
　
天
皇
御
二

南
苑
一。
宴
二

五
位
已
上
一。
賜
レ

祿
有
レ

差
。



十
七

　
　
ス

　
　
ニ

　
　
ル
　
　
ノ　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ヲ

　
　
ノ　
　
ニ　
　
ク

　
　
ス

　
　
　
　
ニ
シ
テ　
　
ヲ

甲
寅
。
　
天
皇
御
二

中
宮
一。
高
齋
等
上
二

其
王
書
并
方
物
一。
其
詞
曰
。
武
藝
啓
。
山
河
異
レ
　

域
。
國

　
　
　
カ
ラ

ホ
ノ
カ
ニ　
　
テ

　
　
ヲ

　
　
ス

　
　
ヲ

　
　
テ

　
　
　
　
ミ
レ
ハ

　
　
テ
　
　
ヲ

　
　
キ
　
　
ヲ

　
　
　
子
テ

土
不
レ

同
。
延
　
聽
二

風
猷
一。
但
増
二

傾
仰
一。
伏
惟
　
大
王
。
天
朝
受
レ

命
。
日
本
開
レ

基
。
奕
葉
重

　
　
ヲ

　
　
　
ナ
リ

　
　
ク
モ　　
テ

　
　
ニ

　
　
ニ　
　
フ

　
　
ヲ
　
　
　
シ
テ

　
　
ノ

　
　
ニ
　
　
　
テ
リ

　
　
ノ

　
　
ヲ

レ

光
。
本
枝
百
世
。
武
藝
忝
當
二

列
國
一。
濫
惣
二

諸
蕃
一。
復
二

高
麗
之
舊
居
一。
有
二

扶
餘
之
遺
俗
一。
但

　
　
　
タ
リ

　
　
タ
ル
ヲ

　
　
タ
　
　
セ

　
　
ツ
　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
　
ク
ハ　
　
ヒ

　
　
ニ

　
　
シ
　
　
ヲ

以
二

天
崖
路
阻
。
海
漢
悠
々
一。
音
耗
未
レ

通
。
吉
凶
絶
レ

問
。
親
仁
結
援
。
庶
　

叶
二

前
經
一。
通
レ

使

　
　
　
　
ス
ル
コ
ト　
　
ヲ

　
　
　
　
　
ン
コ
ト
ヲ

　
　
ニ
　
　
　
ン
テ
　
　
　
シ
テ

聘
レ
　
　

隣
。
始
二
　
　

乎
今
日
一。
謹
　

遣
二

寧
遠
将
軍
郎
将
高
仁
義
。
游
将
軍
果
毅
都
尉
徳
周
。
別
将
舎

　
　
ヲ

モ
タ
ラ
シ　
　
ヲ

　
　
ニ
　
　
　
シ
テ　
　
ノ

　
　
ヲ
　
　
ル
　
　
リ

　
　
　
ド
モ
　
　
　
シ
ト
　
　
テ　
　
ス
　
　
　
　
ス
ル
ノ　
　
ヲ

　
　
ヲ

航
等
廿
四
人
一。
齎
レ
　

状
。
并
附
二

貂
皮
三
百
張
一

奉
レ

送
。
土
宜
雖
レ

賤
。
用
表
二

獻
レ
　

芹
之
誠
一。
皮

　
　
ス
　
　
ニ

　
　
テ　
　
ツ　
　
　
フ
ノ　
　
ヲ

　
　
ヲ

　
　
リ

　
　
タ
　
　
セ

　
　
ニ　
　
テ

　
　
ヲ

　
　
ク

　
　
　
　
　
フ
セ
ヨ
ト

　
　
ヲ

　
　
テ

幤
非
レ

珍
。
還
慚
二

掩
レ

口
之
誚
一。
主
理
有
レ

限
。
披
瞻
未
レ

期
。
時
嗣
二

音
徽
一。
永
敦
二
　
　

隣
好
一。
』
於

　
　
ニ

　
　
ニ　
　
ニ　
　
ク

　
　
ヲ

　
　
フ

　
　
ノ　
　
ヲ

　
　
テ　
　
ス

　
　
ヒ

　
　
ヲ

　
　
フ

レ

是
高
齋
徳
等
八
人
並
授
二

正
六
位
上
一。
賜
二

當
色
服
一。
仍
宴
二

五
位
已
上
及
高
齋
徳
等
一。
賜
二

大
射

　
　
ヒ

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
テ
　
　
　
コ
ト　
　
ヲ　
　
リ

及
雅
楽
寮
之
樂
一。
宴
訖
賜
レ

祿
有
レ

差
。

丁
卯
朔
　
十
六

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ス

　
　
ト

二
月
壬
午
。
以
二

從
六
位
下
引
田
朝
臣
虫
麻
呂
一。
為
二

送
渤
海
客
使
一。

十
七

　
　
　
シ
テ

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
フ

　
　
ノ　
　
ノ　
　
ヲ

癸
未
。
　
勅
二

正
五
位
下
鍛
冶
造
大
隅
一。
賜
二

守
部
連
姓
一。

丁
酉
朔
　
三
　

　
　
　
シ
テ

　
　
ニ

　
　
ス

　
　
ヲ
　
　
　
コ
ト　
　
ヲ　
　
リ

　
　
　
シ
テ

　
　
ヲ

　
　
ム
　
　
セ

　
　
ノ

三
月
己
亥
。
　
天
皇
御
二

鳥
池
塘
一。
宴
二

五
位
已
上
一。
賜
レ

祿
有
レ

差
。
又
召
二

文
人
一。
令
レ

賦
二

曲
水

　
　
ヲ

タ
マ
フ

　
　
ヲ

　
　
　
ニ
ハ

　
　
ヲ

　
　
リ

之
詩
一。
各
賚
二

十
疋
。
布
十
端
一。
内
親
王
以
下
百
官
使
部
已
上
　

賜
レ

祿
亦
有
レ

差
。

五
　

　
　
ノ

　
　
ス
　
　
　
シ
テ

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
　
　
セ
シ
ム

　
　
ヲ

辛
丑
。
二
品
田
形
内
親
王
薨
。
遣
二

正
四
位
下
石
川
朝
臣
石
足
等
一。
監
二

護
　
喪
事
一。
天
渟
中
原
瀛

〔
天
武
〕

　
　
ノ

　
　
　
ナ
リ

眞
人
天
皇
之
皇
女
也
。

十
一

　
　
　
　
ス
ラ
ク

　
　
ノ

　
　
　
ニ
ハ
　
　
ノ

　
　
テ　
　
チ
　
　
ノ　
　
ニ

　
　
　
ツ
テ

　
　
　
　
ク
コ
ト　
　
ニ

丁
未
。
制
。
選
叙
之
日
。
宣
命
以
前
。
諸
宰
相
等
。
出
立
二

廳
前
一。
宣
竟
　

就
レ
　

座
。
自
レ

今
以
後
。

　
　
ク
　
　
　
セ
ヨ

　
　
ト

永
為
二

恒
例
一。

廿
八

　
　
　
シ
テ　
　
ム

　
　
ノ

　
　
ノ　
　
ヲ

　
　
　
　
ス
ラ
ク

　
　
　
　
　
　
ス
ル
コ
ト
ハ

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
テ

甲
子
。
　
勅
　

定
二

外
五
位
位
祿
蔭
階
等
科
一。
」
又
　
勅
。　

補
二
　
　
　

事
業
位
分
資
人
一

者
。
依
二

養
老

　
　
ノ　
　
ニ

　
　
ニ　
　
シ
　
　
　
　
ル
コ
ト

　
　
　
リ
ト

　
　
ノ

　
　
ハ

　
　
テ　
　
ス
　
　
テ　
　
　
ル
ヲ

　
　
ニ
　
　
テ

　
　
　
　
コ
ト
ヲ

　
　
ニ

三
年
十
二
月
七
日
格
一。
更
無
二

改
張
一。
雖
レ

然
。
資
人
考
選
者
。
廻
聽
下

待
レ

滿
二

八
考
一

始
選
中
　

當
色

　
　
ノ

　
　
ハ　
　
　
　
ニ
シ
テ
　
　
　
セ
ヨ
　
　
ニ　
　
テ
　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
シ
　
　
テ

　
　
ヒ

　
　
ヲ

　
　
テ　
　
ニ　
　
ヘ

　
　
テ

上。
外
位
資
人
十
考
　
成
選
。
並
任
二

主
情
願
一。
通
二

取
散
位
勲
位
位
子
及
庶
人
一。
簡
試
後
請
。
請
後

　
　
ス
　
　
ヲ　
　
ハ

　
　
ン

　
　
ニ

　
　
　
シ
テ　
　
ハ
　
　
ヲ

　
　
テ

　
　
ヲ

　
　
ケ
　
　
セ

　
　
ニ

　
　
ノ

犯
レ

罪
者
。
披
二

陳
所
司
一。
推
問
　

得
レ

實
。
决
杖
一
百
。
追
二

奪
位
記
一。
却
二

還
本
色
一。
其
三
關
。
筑

　
　
ノ

　
　
ハ

　
　
レ

　
　
　
　
　
　
ス
ル
コ
ト
ヲ　
　
ハ　
　
レ
　
　
ニ
　
　
　
　
ス
ラ
ク

　
　
ノ

紫
。
飛
騨
。
陸
奥
。
出
羽
國
人
。
不
レ

得
二

補
充
一。
　
餘
依
レ

令
。
」
勅
。
京
官
文
武
職
事
。
五
位
以

　
　
　
ス
ル

　
　
ヲ
　
　
ハ

　
　
　
レ
テ

　
　
ニ

　
　
ル

　
　
ヲ

　
　
ク　
　
ヲ

　
　
ニ　
　
ス

　
　
ラ

上
給
二

防
閤
一

者
。
人
疲
二

道
路
一。
身
逃
二

差
課
一。
公
私
同
費
。
彼
此
共
損
。
自
レ

今
以
後
。
不
レ

須
二

　
　
ニ　
　
ス

　
　
　
ノ

　
　
ハ　
　
ス
　
　
ヲ

　
　
ニ　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヲ

　
　
フ

　
　
リ

　
　
ニ　
　
リ
　
　
ニ

更
然
一。
其
有
レ

官
人
重
レ

名
。
特
給
二

馬

一。
給
式
有
レ

差
。
事
並
在
レ

格
。

　
　
　
　
　
セ
ル
コ
ト

夏
四
月
丁
卯
朔
。
日
有
レ

蝕
　
　

之
。

十
一

　
　
フ　
　
　
タ
ニ　
　
キ

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
テ

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
　
　
　
ン
コ
ト
ヲ

　
　
ノ

　
　
ト

　
　
ニ　
　
ス
　
　
ヲ

丁
丑
。
陸
奥
國
請
下

新
　

置
二

白
河
軍
團
一。
又
改
二

丹
取
軍
團
一

為
中
　
　

玉
作
軍
團
上。
並
許
レ

之
。



十
五

　
　
　
シ
テ　
　
ク

　
　
ノ

　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ
　
　
ス

辛
巳
。
太
政
官
奏
　

曰
。
美
作
國
言
。
部
内
大
庭
眞
嶋
二
郡
。
一
年
之
内
。
所
レ

輸
庸
米
八
百
六
十

　
　
　
ナ
リ

　
　
　
ニ
シ
テ

　
　
ニ

ナ
ヤ
ミ

　
　
ニ
　
　
　
レ
テ

　
　
　
メ
テ　
　
シ

　
　
ミ

　
　
　
　
ラ
ク
ハ　
　
ス
　
　
ヲ

　
　
キ
　
　
　
ヘ
ン

　
　
ノ

餘
斛
。
山
川
峻
遠
。
運
輸
大
　

難
。
人
馬
並
疲
。
損
費
極
　

多
。
望
請
。
輸
レ

米
之
重
。
換
二

綿
鐵
之

　
　
　
キ
ニ

　
　
ス

　
　
フ
　
　
ヲ

　
　
　
カ
ニ

　
　
　
　
ク
シ
テ

　
　
ノ

　
　
テ　
　
シ

　
　
　
　
ラ
ク
ハ

　
　
ノ
　
　
　
ヲ
ハ
　
　
キ
　
　
テ

　
　
ノ

輕
一。
又
諸
國
司
言
。
運
レ

調
行
程
遙
　

遠
。
百
姓
労
弊
極
多
。
望
請
。
外
位
位
祿
。
割
二

留
入
京
之

　
　
ヲ

　
　
ニ　
　
ヘ

　
　
ノ　
　
ニ

　
　
　
　
ス
ル
ニ　
　
ニ
　
　
　
ラ
ン　
　
ニ
　
　
フ

　
　
テ
　
　
　
ク
ト

　
　
ヲ

　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ノ

物
一。
便
給
二

當
土
者
一。
臣
等
商
量
。
並
依
レ

所
レ

請
。
伏
聽
二

天
裁
一。
奏
可
之
。
」
是
時
。
諸
國
郡
司

　
　
ヒ

　
　
ニ　
　
ク

　
　
ヲ

　
　
ニ　
　
テ

　
　
ヲ

　
　
フ

　
　
ニ

及
隼
人
等
授
二

外
五
位
一。
並
以
二

位
祿
一

便
給
二

當
土
一

也
。

十
六

　
　
ニ

　
　
　
　
フ
コ
ト

　
　
ヲ
　
　
リ

　
　
テ　
　
テ
　
　
ノ　
　
ニ

　
　
ヲ
　
　
ク

　
　
テ　
　
フ

壬
午
。
齋
徳
等
八
人
。
各
賜
二
　

綵
帛
綾
綿
一

有
レ

差
。
仍
賜
二

其
王
璽
書
一

曰
。
　
天
皇
敬
問
二

渤
海

　
　
ノ　
　
ニ

　
　
テ
　
　
ヲ　
　
ニ
　
　
　
ン
ヌ

　
　
　
シ
テ

　
　
ヲ

　
　
ユ

　
　
　
　
　
　
ム
ル
コ
ト
ヲ

　
　
ヲ

　
　
テ
　
　
　
ミ
ス　
　
ヲ
　
　
　
シ
ク　
　
ヒ
　
　
ヲ
　
　
　
キ
テ　
　
ヲ

　
　
シ

郡
王
一。
省
レ

啓
具
知
。
恢
二

復
　

舊
壤
一。
聿
修
二
　
　
　

嚢
好
一。
朕
以
嘉
レ

之
。
宜
下

佩
レ

義
懷
レ

仁
監
二

撫
有

　
　
ヲ

　
　
　
モ　
　
ト

　
　
ル

　
　
タ

　
　
ヲ

　
　
チ　
　
テ

　
　
カ

　
　
ニ

　
　
ス

　
　
ニ

境
一。
滄
波
雖
レ

隔
。
不
上
レ

斷
二

往
來
一。
便
因
二

首
領
高
齋
徳
等
還
次
一。
付
二

書
并
信
物
綵
帛
一
十
疋
。

　
　
ヲ

　
　
テ
　
　
　
シ
テ

　
　
ヲ

　
　
　
　
ラ
シ
ム　
　
ニ

　
　
ク　
　
シ

　
　
フ　
　
　
　
ニ
シ
テ

綾
一
十
疋
。

廿
疋
。
絲
一
百
絢
。
綿
二
百
屯
一。
仍
差
二

送
使
一

發
遣
歸
レ
　

郷
。
漸
熱
。
想
平
安
　

　
　
　
　
　
カ
ラ
ン
ヲ

好
。
　

廿
五

　
　
　
シ
テ

カ
ク　
　
ク

　
　
ノ

　
　
ニ
　
　
　
レ
ハ

　
　
ヒ

　
　
ノ

　
　
チ
　
　
　
ス
ト

　
　
ノ

辛
卯
。
　
勅
　

曰
。
如
聞
。
諸
國
郡
司
等
。
部
下
有
二

騎
射
相
撲
及
膂
力
者
一。
輙
給
二

王
公
卿
相
之

　
　
ニ

　
　
テ

　
　
リ

　
　
　
　
ル
寸
ハ　
　
シ
　
　
ノ　
　
キ　
　
　
ツ
ル

　
　
レ

　
　
ニ

　
　
　
　
　
ル
コ
ト
ヲ　
　
シ
　
　
　
ラ
バ

　
　
　
　
フ
コ
ト

　
　
ハ

宅
一。
有
レ

　
詔
捜
索
。
無
二

人
可
一レ

進
。
自
レ

今
以
後
。
不
レ

得
二

更
然
一。
　

若
有
レ

違
　
者
。
國
司
追

　
　
テ

　
　
ヲ

　
　
テ

　
　
ヲ

　
　
ハ　
　
ツ　
　
テ

　
　
ヲ
　
　
　
シ
テ

　
　
ニ
　
　
　
セ
ヨ
　
　
ノ

　
　
ル　
　
ハ

　
　
テ

　
　
ノ　
　
ヲ　
　
　
セ
ヨ

二

奪
位
記
一。
仍
解
二

見
任
一。
郡
司
先
加
二

决
罸
一。
准
レ

　
勅
解
却
。
其
誂
求
者
。
以
二

違
　
勅
罪
一

罪
レ

　
　
ヲ

　
　
シ　
　
ニ　
　
ル

　
　
ニ
　
　
ハ

　
　
ラ
　
　
ノ　
　
ニ

　
　
ソ　
　
キ
　
　
ノ　
　
ノ

　
　
ハ

　
　
メ　
　
テ
　
　
　
シ
テ　
　
ヲ

　
　
シ

　
　
テ

之
。
但
先
宛
二

帳
内
資
人
一

者
。
不
レ

在
二

此
限
一。
凡
如
レ

此
色
人
等
。
國
郡
預
知
。
存
レ

意
簡
點
。
臨

　
　
ル　
　
ニ

　
　
ニ
　
　
　
セ
ヨ　
　
　
シ
ク　
　
テ

　
　
ニ
　
　
ク　
　
ム

　
　
セ

二

　
勅
至
日
一。
即
時
貢
進
。
宜
下

告
二

内
外
一

咸
使
中

知
聞
上。

丙
申
朔
　
十
六

　
　
ノ　
　
ノ

　
　
　
ヒ
テ

ニ
　
ル
　
　
ヲ

　
　
ニ　
　
　
　
フ
コ
ト

　
　
ヲ

　
　
リ

五
月
辛
亥
。
左
右
京
百
姓
遭
レ

被
レ

損
七
百
餘
烟
。
賜
二
　

布
穀
監
一

各
有
レ

差
。

二
十

　
　
　
ハ
ル

乙
卯
。
太
白
晝
見
。

廿
一

　
　
ク

　
　
ノ　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ニ

丙
辰
。
授
二

正
五
位
上
門
部
王
從
四
位
下
。
正
四
位
下
石
川
朝
臣
石
足
正
四
位
上
。
正
五
位
上
大

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ニ　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ニ

宅
朝
臣
大
國
。
阿
倍
朝
臣
安
麻
呂
並
從
四
位
下
。
從
五
位
上
小
野
朝
臣
牛
養
正
五
位
下
。
從
五
位

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ノ

下
多
治
比
眞
人
占
部
從
五
位
上
。
正
七
位
上
阿
倍
朝
臣
帶
麻
呂
。
正
六
位
下
巨
勢
朝
臣
少
麻
呂
。

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

從
六
位
下
中
臣
朝
臣
名
代
。
正
六
位
上
高
橋
朝
臣
首
名
。
大
伴
宿
祢
首
麻
呂
。
正
六
位
下
紀
朝
臣

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

雜
物
。
正
六
位
上
坂
本
朝
臣
宇
頭
麻
佐
。
田
口
朝
臣
年
足
。
正
七
位
下
笠
朝
臣
三
助
。
下
毛
野
朝

　
　
ノ

　
　
ノ

臣
帶
足
。
外
正
六
位
上
津
嶋
朝
臣
家
道
。
從
六
位
上
上
毛
野
朝
臣
宿
祢
奈
麻
呂
。
正
六
位
上
若
湯

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ニ　
　
ニ

　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
テ　
　
ク

坐
宿
祢
小
月
。
葛
野
臣
廣
麻
呂
。

部
臣
大
石
。
葛
井
連
大
成
並
外
從
五
位
下
一。
」
是
日
。
始
授

　
　
ヲ

　
　
テ
　
　
　
シ
テ　
　
ク

　
　
　
ク
ル

　
　
ヲ

　
　
ハ

　
　
ル
　
　
ノ　
　
ニ

　
　
テ
　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ニ
　
　
　
セ
ン

　
　
ニ

二

外
五
位
一。
仍
　
勅
　

曰
。
今
授
二

外
五
位
一

人
等
。
不
レ

可
レ

滞
二

此
階
一。
隨
二

其
供
奉
一。
将
叙
二

内
位

　
　
　
シ
ク　
　
ク　
　
ニ
　
　
　
シ
テ　
　
ル　　
　
　
ル
コ
ト

一。
宜
二

悉
茲
努
力
　

莫
一レ

怠
。
　



丙
寅
朔
　
五
　

　
　
ス

六
月
庚
午
。
送
二

渤
海
使
一

々
等
拝
辞
。

七
　

　
　
テ

　
　
ニ
　
　
　
コ
ト　
　
ヲ　
　
リ

壬
申
。
水
手
已
上
惣
六
十
二
人
。
賜
レ

位
有
レ

差
。

乙
未
朔
　
十
九

　
　
ノ

　
　
ス

秋
七
月
癸
丑
。
從
四
位
下
河
内
王
卒
。

廿
一

　
　
　
シ
テ

　
　
ノ

　
　
ニ
　
　
ク

　
　
ヲ

乙
卯
。
　
勅
二

三
品
大
将
軍
新
田
部
親
王
一

授
二

「
明
」
一
品
一。

甲
子
朔
　

　
　
　
シ
テ

　
　
テ

　
　
フ

　
　
ノ

　
　
セ
　
　
　
　
コ
ト
ヲ　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
モ

　
　
ク
　
　
ル

八
月
甲
午
。
　
詔
　

曰
。
朕
有
レ

所
レ

思
。
比
日
之
間
。
不
レ

欲
レ

養
レ
　

鷹
。
天
下
之
人
。
亦
宜
レ

勿
レ

　
　
　
コ
ト
　
　
レ　
　
テ

　
　
ヲ

　
　
チ　
　
シ
　
　
フ
　
　
ヲ

モ
シ　　
　
ラ
ン　
　
フ　
　
ハ
　
　
　
セ
ン

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
テ

　
　
ニ
　
　
　
ク
ニ
　
　
　
メ
ヨ

養
。
其
待
二

後
　
勅
一。
乃
須
レ

養
レ

之
。
如
有
レ

違
者
。
科
二

違
　
勅
之
罪
一。
布
二

告
天
下
一。
咸
　

令
二

聞

　
　
ノ

　
　
　
シ
テ
　
　
　
メ
テ　
　
ク

　
　
ノ　
　
ヲ

知
一。
」
是
日
。
　
勅
　

始
　

置
二

内
匠
寮
一。
頭
一
人
。
助
一
人
。
大
允
一
人
。
少
允
二
人
。
大
属
一

　
　
ノ

　
　
ク

　
　
ヲ

人
。
少
属
二
人
。
史
生
八
人
。
使
部
已
下
雜
色
匠
手
各
有
レ

數
。
」
又
置
二

中
衛
府
一。
大
将
一
人
。

【
從
四
位
上
。
】
少
将
一
人
。【
正
五
位
上
。
】
将
監
四
人
。【
從
六
位
上
。
】
将
曹
人
。【
從
七
位
上
。
】

　
　
ニ

府
生
六
人
。
番
長
六
人
。
中
衛
三
百
人
。【
號
曰
二

東
舎
人
一。
】
使
部
已
下
亦
有
レ

數
。
其
職
掌
常
在

　
　
ニ

　
　
テ　
　
フ

　
　
ニ

　
　
ニ　
　
リ
　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
　
シ
テ　
　
フ

　
　
ヲ

　
　
　
　
ア
ツ
テ

二

大
内
一。
以
備
二

周
衛
一。
事
並
在
レ

格
。
」
正
五
位
下
守
部
連
大
隅
上
書
　

乞
二

骸
骨
一。
優
　
詔
　
不
レ

　
　
サ

　
　
テ　
　
フ

　
　
ヲ

許
。
仍
賜
二

絹
一
十
疋
。

一
十
疋
。
綿
一
百
屯
。
布

端
一。

廿
一

　
　
　
　
ス
ラ
ク

　
　
テ
　
　
ヲ

　
　
　
リ
ハ　
　
ル

　
　
ノ

　
　
ニ
　
　
　
ン
ゾ　
　
ク

　
　
　
セ
ン

　
　
ヲ

　
　
テ

甲
申
。
　
勅
。
皇
太
子
寝
病
。
經
レ

日
不
レ

愈
。
自
レ

非
二

三
寳
威
力
一。
何
　

能
解
二

脱
　

患
苦
一。
因
レ

　
　
ニ

　
　
テ　
　
テ

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ヲ

　
　
　
セ
ム
　
　
テ

茲
。
敬
造
二

觀
世
音
菩
薩
像
一
百
七
十
七
躯
并
經
一
百
七
十
七
巻
一。
礼
佛
轉
經
。
一
日
行
道
。
縁

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ス　
　
　
ン
ト

　
　
ヲ

　
　
ス
ラ
ク
　
　
シ

　
　
　
シ
テ

　
　
ニ

　
　
テ　
　
フ

　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
ヒ

　
　
テ
　
　
ヲ

二

此
功
徳
一。
欲
レ

得
二

平
復
一。
又
　
勅
。
可
下

大
二

赦
　

天
下
一。
以
救
中

所
患
上。
其
犯
八
虐
及
官
人
枉
レ

法

　
　
ヲ

　
　
ヲ

　
　
　
ス
ル

　
　
ノ　
　
ル
　
　
ヲ

　
　
ノ　
　
ノ
　
　
ル
　
　
サ　
　
ハ

　
　
ニ　
　
ト
　
　
ラ
　
　
ノ

受
レ

財
。
監
臨
主
守
自
盗
。
々
レ

所
二

監
臨
一。
強
盗
竊
盗
得
レ

財
。
常
赦
所
レ

不
レ

免
者
。
並
不
レ

在
二

赦

　
　
ニ

限
一。

九
　

　
　
　
シ
テ

　
　
ム

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ニ

　
　
ニ

壬
申
。
太
政
官
議
奏
。
改
二

定
諸
國
史
生
博
士
醫
師
員
并
考
選
叙
限
一。
史
生
大
國
四
人
。
上
國
三

　
　
ニ

　
　
ヲ

　
　
シ
　
　
　
レ
ハ

　
　
ハ

　
　
ヲ

　
　
ス　
　
　
　
　
ス
ル
コ
ト
ハ

人
。
中
下
國
二
人
。
以
二

六
考
一。
成
選
。
滿
　

即
与
レ

替
。
博
士
醫
師
以
二

八
考
一。
成
選
。
但
補
二
　
　

　
　
ヲ

　
　
テ

　
　
ヲ

　
　
ハ　
　
ニ

　
　
ス

　
　
　
レ
ハ

　
　
　
　
ル
コ
ト　
　
ヲ

　
　
ジ

　
　
ニ

　
　
ハ　
　
ニ　
　
リ

博
士
一

者
。
惣
二

三
四
國
一

而
一
人
。
醫
師
毎
レ

國
補
焉
。
選
滿
　

与
レ
　

替
。
同
二

於
史
生
一。
語
並
在
レ

　
　
ニ

格
。

廿
三

　
　
ス

　
　
ニ

　
　
テ

　
　
ノ　
　
ニ

　
　
テ
　
　
ヲ

　
　
　
　
ラ
シ
ム

　
　
ヲ

　
　
ニ

丙
戌
。
　
天
皇
御
二

東
宮
一。
縁
二

皇
太
子
病
一。
遣
レ

使
奉
二
　

幤
帛
於
諸
陵
一。

四
　

　
　
ル
　
　
ヲ

丁
卯
。
太
白
經
レ

天
。

甲
午
朔
　
十
三

　
　
ス

九
月
丙
午
。
皇
太
子
薨
。

十
九

　
　
ル

ナ
　
ホ
〔
印
〕

　
　
ニ

　
　
ニ

　
　
タ

　
　
ス

　
　
　
メ
ニ　
　
カ
　
　
　
　
　
ス
ル
コ
ト

　
　
ニ

　
　
　
　
ナ
ル
カ

壬
子
。
葬
二

於
那
富
山
一。
時
年
二
・
。
天
皇
甚
悼
惜
焉
。
為
レ

之
廢
朝
　
　

三
日
。
為
二

太
子
幼
弱
一。

　
　
ヘ

　
　
ヲ

　
　
ル
　
　
ニ

　
　
ヒ

　
　
ノ

　
　
　
　
　
ス
ル
コ
ト

　
　
ノ

　
　
ハ

　
　
テ

　
　
ニ
　
　
　
　
ル
コ
ト

不
レ

具
二

喪
禮
一。
但
在
レ

京
官
人
以
下
及
畿
内
百
姓
素
服
　
　

三
日
。
諸
國
郡
司
。
各
於
二

當
郡
一

擧
レ



　
　
ヲ

哀
三
日
。

廿
九

　
　
　
ア
リ

　
　
　
　
　
サ
バ
カ
リ

　
　
　
　
フ
シ
テ
　
　
　
ツ
ニ

キ
レ
テ

　
　
　
シ
テ　
　
ツ

　
　
ニ

壬
戌
。
夜
流
星
。
長
　

可
二

二
丈
一。
餘
光
照
赤
。
四
　
斷
散
　

堕
二

宮
中
一。

癸
亥
朔
　
二
十

　
　
ス
　
　
　
シ
テ

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
　
　
セ
シ
ム

　
　
ヲ

　
　
　
シ
テ　
　
ス

冬
十
月
壬
午
。
僧
正
義
淵
法
師
卒
。
遣
二

治
部
官
人
一

監
二

護
　
喪
事
一。
又
　
詔
　

賻
二

一
百
疋
。

　
　
ヲ

絲
二
百
絢
。
綿
三
百
屯
。
布
二
百
端
一。

　
　
ノ

イ
カ
ツ
チ
ナ
ル

十
一
月
癸
巳
朔
。
雷
。
　
　

三
　

　
　
テ

　
　
ノ　
　
ヲ

　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ト

乙
未
。
以
二

從
四
位
下
智
努
王
一。
為
二

造
山
房
司
長
官
一。

十
　

　
　
　
　
ス
ラ
ク

　
　
ノ

　
　
ハ

　
　
　
ヨ
リ

　
　
　
　
セ
ヨ
ト

壬
寅
。
制
。
衛
府
々
生
者
兵
部
省
　

補
　
焉
。

十
三

　
　
　
シ
テ

　
　
ニ

　
　
ス

　
　
ヲ
　
　
　
コ
ト

ヲ
　
リ

乙
巳
。
冬
至
。
御
二

南
苑
一。
宴
二

親
王
已
下
五
位
已
上
一。
賜
レ

有
レ

差
。

廿
八

　
　
テ

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ム
　
　
セ

　
　
ニ

庚
申
。
択
二

智
行
僧
九
人
一。
令
レ

住
二

山
房
一

焉
。

壬
戌
朔
　
廿
八

　
　
ツ

　
　
ニ

　
　
ニ

　
　
キ　
　
　
ヨ
リ

　
　
ノ　
　
　
ス
ル

十
二
月
己
丑
。
金
光
明
經
六
十
四
帙
六
百

巻
頒
二

於
諸
國
一。
々
別
十
巻
。
先
レ

是
。
諸
國
所
レ

有

　
　
ハ

　
　
　
　
コ
ト
ニ

　
　
ハ

　
　
　
　
コ
ト
ニ

　
　
テ
　
　
ニ　
　
シ
　
　
　
ヘ
テ

　
　
ス

　
　
テ

　
　
ル　
　
ニ

　
　
チ　
　
ム

　
　
セ　
　
　
　
メ
ナ
リ

金
光
明
經
。
或
國
　
八
巻
。
或
國
　
四
巻
。
至
レ

是
冩
備
　

頒
下
。
隨
二

經
到
日
一。
即
令
二

轉
讀
一。
為

　
　
　
　
メ
ン
ガ

　
　
　
ナ
ラ

レ
　

令
二
　

國
家
平
安
一

也
。

〔
己
巳
〕

　
　
ノ

　
　
ス

　
　
ヒ

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ニ
　
　
　
コ
ト

ヲ
　
リ

天
平
元
年
春
正
月
壬
辰
朔
。
宴
二

羣
臣
及
内
外
命
婦
於
中
宮
一。
賜
レ

有
レ

差
。

七
　

　
　
ス

　
　
ヲ

　
　
ニ

戊
戌
。
饗
二

五
位
以
上
於
朝
堂
一。

十
一

　
　
ノ

　
　
ス

壬
寅
。
正
四
位
上
六
人
部
王
卒
。

十
六

　
　
　
　
ス
ラ
ク

　
　
　
ニ
ハ

　
　
ス

　
　
ク　
　
　
ヒ
テ

　
　
ヒ

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ニ

　
　
　
　
　
ス
ル
コ
ト

丁
未
。
　
勅
。
孟
春
正
月
。
万
物
和
悦
。
宜
下

給
二

京
及
畿
内
官
人
已
下
酒
食
價
直
一。
并
餔
　
　

一

　
　
　
　
セ
シ
ム

日
上。
　

廿
一

　
　
　
シ
テ

　
　
ノ　
　
　
　
ニ
シ
テ

　
　
　
　
ス
ル
ニ　
　
ハ
　
　
　
シ
テ　
　
ヲ　
　
テ
　
　
ニ　
　
　
　
セ
シ
ム　
　
テ　
　
フ
　
　
ヲ

　
　
ノ

壬
子
。
　
詔
。
五
位
以
上
高
年
　
不
レ

堪
レ

朝
　
者
。
遣
レ

使
就
レ

第
慰
問
。
兼
賜
レ

物
。
八
十
已
上

　
　
　
ニ
ハ

　
　
ノ　　
ニ
ハ

者
。

十
疋
。
綿
廿
屯
。
布
卅
端
。
七
十
已
上
者
。

六
疋
。
綿
十
屯
。
布
廿
端
。

壬
戌
朔
　
十
　

　
　
ノ

ヌ
リ
ベ
ノ
ミ
ヤ
ツ
コ
〔
印
〕

　
　
ノミ

ヤ
コ
〔
印
〕

　
　
ノ

　
　
テ
　
　
ヲ

　
　
ス

二
月
辛
未
。
左
京
人
從
七
位
下
漆
　

部
　

造
　

君
足
。
无
位
中
臣
宮
處
連
東
人
等
告
レ

密
。
稱
下

左
大

　
　
　
カ
ニ
　
　
　
ビ
テ

　
　
ヲ
　
　
　
ス
ト
　
　
　
　
ケ
ン
ト

　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
テ
　
　
ヲ　
　
ク

　
　
　
　
ラ
シ
ム

　
　
ヲ

　
　
テ
　
　
　
シ
テ

臣
正
二
位
長
屋
王
私
　

學
二

左
道
一。
欲
上
レ

傾
二
　

國
家
一。
其
夜
。
遣
レ

使
固
守
二
　

三
關
一。
因
遣
二

式
部
卿

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

從
三
位
藤
原
朝
臣
宇
合
。
衛
門
佐
從
五
位
下
佐
味
朝
臣
虫
麻
呂
。
左
衛
士
佐
外
從
五
位
下
津
嶋
朝

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ヲ
　
　
　
井
テ

　
　
ノ　
　
ヲ　
　
　
　
マ
シ
ム

　
　
ノ　
　
ヲ

臣
家
道
。
右
衛
士
佐
外
從
五
位
下
紀
朝
臣
佐
比
物
等
一。
将
二

六
衛
兵
一。
圍
二
　

長
屋
王
宅
一。

十
一

　
　
テ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

壬
申
。
以
二

大
宰
大
貳
正
四
位
上
多
治
比
眞
人
縣
守
。
左
大
辨
正
四
位
上
石
川
朝
臣
石
足
。
彈
正

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ニ　
　
ス

　
　
ト

　
　
ノ　
　
ニ
　
　
　
シ
テ

　
　
ノ

　
　
ノ

尹
從
四
位
下
大
伴
宿
祢
道
足
一。
權
為
二

參
議
一。
已
時
。
遣
二

一
品
舎
人
親
王
。
新
田
部
親
王
。
大
納

　
　
ノ　
　

　
　
ノ

　
　
ノ

言
從
二
位
多
治
比
眞
人
池
守
。
中
納
言
正
三
位
藤
原
朝
臣
武
智
麻
呂
。
右
中
弁
正
五
位
下
小
野
朝



　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
テ

　
　
ノ　
　
ニ

　
　
　
　
セ
シ
ム　
　
ノ　
　
ヲ

臣
牛
養
。
少
納
言
外
從
五
位
下
巨
勢
朝
臣
宿
奈
麻
呂
等
一。
就
二

長
屋
王
宅
一

窮
二

問
　
其
罪
一。

十
二

　
　
ム

　
　
ヲ

　
　
セ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

癸
酉
。
令
二

・
王
自
盡
一。
其
室
二
品
吉
備
内
親
王
。
男
從
四
位
下
膳
夫
王
。
无
位
桑
田
王
。
葛
木

　
　
ノ

　
　
　
シ
ク　
　
タ　
　
ラ

ク
ヒ
ル

　
　
チ　
　
ク　
　
ヘ

　
　
ノ

　
　
ヲ
　
　
　
シ
メ　
　
ク

　
　
ノ

　
　
ノ　
　
ニ

王
。
鉤
取
王
等
。
同
　

亦
自
　

經
。
乃
悉
捉
二

家
内
人
等
一。
禁
二

着
於
左
右
衛
士
兵
衛
等
府
一。

十
三

　
　
ノ
　
　
ヲ

　
　
　
　
ラ
シ
ム

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ　
　
ヲ

　
　
ニ

　
　
テ
　
　
　
シ
テ　
　
ク

　
　
ノ

　
　
ハ

　
　
シ

甲
戌
。
遣
レ

使
葬
二
　

長
屋
王
吉
備
内
親
王
屍
於
生
馬
山
一。
仍
　
勅
　

曰
。
吉
備
内
親
王
者
無
レ

罪
。

　
　
　
シ
テ　
　
ニ

　
　
ス

　
　
　
　
メ
ヨ
ト

　
　
ヲ

　
　
ニ　
　
フ

　
　
ニ

　
　
ハ

　
　
テ
　
　
ニ　
　
ス
　
　
ニ

　
　
　
ス
ト

宜
二

准
レ

例
送
葬
一。
唯
停
二
　

鼓
吹
一。
其
家
令
帳
内
等
並
從
二

放
免
一。
長
屋
王
者
依
レ

犯
伏
レ

誅
。
雖
レ

准

　
　
ニ　
　
　
レ
ト

　
　
　
　
　
　
ク
ス
ル
コ
ト　
　
ノ　
　
ヲ

　
　
ノ　
　
ハ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ハ

二

罪
人
一

莫
レ

醜
二
　
　
　

其
葬
一

矣
。
長
屋
王
　
天
武
天
皇
之
孫
。
高
市
親
王
之
子
也
。
吉
備
内
親
王
日

　
　
ノ

　
　
ノ　
　
ノ

　
　
　
ナ
リ

並
知
皇
子
尊
之
皇
女
也
。

十
五

　
　
　
シ
テ

　
　
ノ

　
　
テ
　
　
ニ　
　
チ
　
　
　
ハ
レ
　
　
シ
　
　
ヲ　
　
テ
　
　
ヲ

　
　
ニ
　
　
　
レ
リ

丙
子
。
勅
　

曰
。
左
大
臣
正
二
位
長
屋
王
。
忍
戻
昏
凶
。
觸
レ

途
則
著
。
盡
レ

慝
窮
レ

。
頓
陥
二

踈

　
　
ニ

　
　
　
ラ
ケ

　
　
ヲ

　
　
　
セ
ン

　
　
ヲ

　
　
ク

　
　
　
ル

　
　
　
　
　
ム
ル
コ
ト　
　
ラ

　
　
テ　
　
テ

　
　
ヲ
　
　
テ
　
　
ニ

網
一。
苅
二

夷
　

黨
一。
除
二

滅
　

賊
惡
一。
宜
二

國
司
莫
一レ

令
レ
　
　

有
レ

衆
。
仍
以
二

二
月
十
二
日
一

依
レ

常
施

　
　
ス

行
。

十
七

　
　
ノ

　
　
　
　
　
セ
ラ
レ
テ

　
　
ノ

　
　
　
　
ス
ル
ニ　
　
ニ

　
　
　
　
セ
ラ
ル　
　
ニ

戊
寅
。
外
從
五
位
下
上
毛
野
朝
臣
宿
奈
麻
呂
等
七
人
。
坐
下
　
　

与
二

長
屋
王
一

交
通
上
　

並
處
レ
　

流
。

　
　
ハ　
　
ク　
　
フ

　
　
ニ

自
餘
九
十
人
悉
從
二

原
免
一。

十
八

　
　
シ

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
テ

　
　
ノ　
　
ノ

　
　
ノ　
　
ノ　
　
ニ

　
　
テ

己
卯
。
遣
二

左
大
辨
正
四
位
上
石
川
朝
臣
石
足
等
一。
就
二

長
屋
王
弟
從
四
位
上
鈴
鹿
王
宅
一。
宣
レ

　

　
　
ヲ　
　
ク

　
　
ノ　
　
ノ

　
　
ヒ

　
　
ノ

ベ
キ

　
　
ス
　
　
ハ

　
　
ヲ

　
　
ク

　
　
　
ス
ト

　
　
ノ

勅
曰
。
長
屋
王
昆
弟
姉
妹
子
孫
及
妾
等
　

合
二

縁
坐
一

者
。
不
レ

問
二

男
女
一。
咸
皆
赦
除
。
」
是
日
。
百

官
大
秡
。

廿
一

　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ノ　
　

　
　
ヲ

　
　
ニ　
　
ス
　
　
テ

　
　
ノ　
　
ニ

　
　
　
ス
ル

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ノ

壬
午
。
曲
二

赦
左
右
京
大
辟
罪
已
下
一。
并
免
下

縁
二

長
屋
王
事
一

徴
發
　

百
姓
雑
徭
上。
又
告
人
漆
部
造

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ニ　
　
ニ　
　
ケ

　
　
ヲ

　
　
ヲ

　
　
ノ
　
　
　
ニ
ハ

君
足
。
中
臣
宮
處
連
東
人
並
授
二

外
從
五
位
下
一。
賜
二

食
封
卅
戸
。
・
田
十
町
一。
漆
部
駒
長
　

從
七

　
　
ニ

　
　
　
　
フ
コ
ト　
　
ヲ　
　
リ

位
下
。
並
賜
レ
　

物
有
レ

差
。

廿
六

　
　
ノ　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
　
セ
ル

　
　
　
カ
ル
　
　
　
フ
ノ　
　
ヲ

　
　
ニ

丁
亥
。
長
屋
王
弟
姉
妹
并
男
女
等
見
存
　

者
。
預
二

給
レ

祿
之
例
一。

辛
卯
朔
　
三
　

　
　
　
シ
テ

　
　
ニ
　
　
ス

　
　
ヲ

　
　
ク

　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ニ
　
　
　
コ
ト　
　
ヲ

三
月
癸
巳
。
　
天
皇
御
二

松
林
苑
一

宴
二

羣
臣
一。
引
二

諸
司
并
朝
集
使
主
典
以
上
于
御
在
所
一。
賜
レ

物

　
　
リ

有
レ

差
。

四
　

　
　
　
シ
テ

　
　
ニ

　
　
ク

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

甲
午
。
　
天
皇
御
二

大
極
殿
一。
授
二

正
四
位
上
石
川
朝
臣
石
足
。
多
治
比
眞
人
縣
守
。
藤
原
朝
臣
麻

　
　
ニ　
　
ニ

　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ノ　
　
ニ　
　
ニ

呂
並
從
三
位
。
從
四
位
上
鈴
鹿
王
正
四
位
上
。
從
四
位
上
長
田
王
。
從
四
位
下
葛
城
王
並
正
四
位

　
　
ノ

　
　
ノ　
　
ニ　
　
ニ

　
　
ノ　
　
ニ

　
　
ノ　
　
ニ

下
。
從
四
位
下
智
努
王
。
三
原
王
並
從
四
位
上
、
正
五
位
下
櫻
井
王
正
五
位
上
。
无
位
阿
紀
王
從

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ニ

五
位
下
。
從
四
位
下
大
伴
宿
祢
道
足
正
四
位
下
。
正
五
位
下
粟
田
朝
臣
人
上
正
五
位
上
。
從
五
位

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ニ　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ノ

上
車
持
朝
臣
益
。
佐
伯
宿
祢
豊
人
並
正
五
位
下
。
從
五
位
下
息
長
眞
人
麻
呂
。
伊
吉
連
古
麻
呂
。



　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ニ　
　
ニ

　
　
ノ

縣
犬
養
宿
祢
石
次
。
小
野
朝
臣
老
。
布
勢
朝
臣
國
足
並
從
五
位
上
。
外
從
五
位
下
中
臣
朝
臣
名

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ニ　
　
ニ

代
。
巨
勢
朝
臣
少
麻
呂
。
阿
倍
朝
臣
帶
麻
呂
。
坂
本
朝
臣
宇
頭
麻
佐
並
從
五
位
下
。
正
六
位
上
巨

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

勢
朝
臣
奈

麻
呂
。
紀
朝
臣
飯
麻
呂
。
大
神
朝
臣
乙
麻
呂
。
三
國
眞
人
大
浦
。
正
六
位
下
小
治

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ニ　
　
ニ

田
朝
臣
諸
人
。
坂
上
忌
寸
大
國
。
正
六
位
上
後
部
王
起
。
垣
津
連
比
奈
並
外
從
五
位
下
一。
」
以
二

中

　
　
ノ

　
　
ヲ
　
　
ス

　
　
ト

納
言
正
三
位
藤
原
朝
臣
武
智
麻
呂
一

為
二

大
納
言
一。

廿
三

　
　
　
シ
テ

　
　
　
メ
ヨ　
　
　
　
ヲ
シ
テ
　
　
　
メ
テ

　
　
ノ

　
　
　
　
　
　
ヲ

　
　
サ

　
　
ノ

　
　
　
　
　
　
ト

　
　
　
　
ツ
コ
ト

　
　
ヲ

　
　
テ

癸
丑
。
太
政
官
奏
　

曰
。
令
下

諸
國
　
停
二

四
丈
廣

一。
皆
成
中

六
丈
狹

上

。
又
班
二
　

口
分
田
一。
依

　
　
ニ　
　
　
　
ハ
ル
ニ　
　
テ
　
　
ニ

　
　
　
ナ
ラ
　
　
フ
　
　
　
ク
ニ　
　
テ　
　
ニ

ア
カ
タ
ン
ト
　
　
ニ　
　
ス
　
　
ヲ

レ

令
収
授
。
於
レ

事
不
レ

便
。
請
悉
　

収
更
　

班
。
並
許
レ

之
。

廿
七

　
　
テ

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
ト

丁
巳
。
以
二

正
八
位
上
紀
直
豊
嶋
一

為
二

紀
伊
國
造
一。

辛
酉
朔
　
二
　

　
　
ノ

　
　
ノ　
　
ニ　
　
フ

　
　
ヲ

夏
四
月
壬
戌
。
播
磨
國
賀
茂
郡
加
二

主
政
主
帳
各
一
人
一。

三
　

　
　
　
　
ス
ラ
ク

　
　
ノ

　
　
ヒ

　
　
ノ

　
　
　
ラ
ハ

　
　
シ

　
　
ヲ

　
　
シ

　
　
ヲ

　
　
　
シ
テ　
　
ヒ
　
　
ル

癸
亥
。
　
勅
。
内
外
文
武
百
官
及
天
下
百
姓
。
有
下

學
二

習
異
端
一

蓄
二

積
幻
術
一。
壓
魅
咒
咀
　

害
二

傷

　
　
ヲ

　
　
ハ　
　
シ　
　
ハ
　
　
　
セ
ン

モ
シ　　
　
ラ
ハ

　
　
シ

　
　
ニ

イ
ツ
ワ
ツ
テ　
　
ヒ

　
　
ヲ

ミ
　　
　
　
シ
テ

　
　
ヲ

　
　
　
シ
テ　
　
テ
　
　
ヲ

百
物
一

者
上。
首
斬
從
流
。
如
有
下

停
二

住
山
林
一

詳
　
　

道
二

佛
法
一。
自
作
二

教
化
一。
傳
習
　

授
レ

業
。
封

　
　
シ

　
　
ヲ　
　
セ
　
　
ヲ　
　
リ
　
　
ヲ

　
　
シ
　
　
ヲ

　
　
　
ス
ル

　
　
ヲ

　
　
　
ナ
ラ
ン　　
ノ

カ
ノ

　
　
ノ　
　
ハ

二

印
書
。
符
合
レ

藥
造
レ

毒
。
萬
方
作
レ

恠
。
違
二

犯
　
勅
禁
一

者
上。
罪
亦
如
レ

此
。
其
妖
訛
書
者
。
　

　
　
　
テ
ヽ

　
　
ノ

　
　
シ

　
　
シ
　
　
　
ラ
ハ　
　
ノ　
　
ニ

　
　
セ　
　
ニ
　
　
　
ル
ヽ

　
　
セ

　
　
ヲ

　
　
ニ
　
　
　
セ
ン

勅
出
　

以
後
五
十
日
内
首
訖
。
若
有
二

限
内
不
レ

首
後
被
二

糺
告
一

者
。
不
レ

問
二

首
從
一。
皆
咸
配
流
。

　
　
ノ　
　
シ　
　
ル
　
　
　
ニ
ハ
　
　
　
セ
ン

　
　
ヲ

　
　
チ

　
　
　
　
メ
サ
ン
　
　
　
セ
ル　
　
ニ

　
　
ス

　
　
テ

　
　
ノ　
　
ノ

　
　
ヲ
　
　
フ　
　
　
ス
ル

其
糺
告
人
　

賞
二

絹
卅
疋
一。
便
徴
二
　

罪
　

家
一。
」
又
　
勅
。
毎
年
割
二

取
伊
勢
神
調

三
百
疋
一

賜
下

任

　
　
ニ

　
　
ニ

　
　
　
　
ス
ラ
ク

　
　
ノ

　
　
　
　
ス
ル
ノ

　
　
ニ

　
　
レ　
　
　
メ
ニ

二

神
祗
官
一

中
臣
朝
臣
等
上。
」
太
政
官
處
分
。
舎
人
親
王
參
二

入
　
朝
廳
一

之
時
。
諸
司
莫
二

為
レ

之

　
　
　
　
ル
コ
ト　
　
ヲ

　
　
　
メ
ニ

　
　
　
　
ラ
ン
カ

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ツ

　
　
ノ

　
　
ヲ

下
一レ
　

座
。
」
為
レ

造
二
　

山
陽
道
諸
國
驛
家
一。
宛
二

驛
起
稲
五
万
束
一。

五
　

　
　
ノ

　
　
ノ　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ス
　
　
キ

　
　
ス

　
　
ニ

　
　
ヲ

　
　
ケ

乙
丑
。
筑
前
國
宗
形
郡
大
領
外
從
七
位
上
宗
形
朝
臣
鳥
麻
呂
奏
下

可
レ

供
二

奉
神
齋
一

之
状
上。
授
二

外

　
　
ヲ
　
　
フ
コ
ト　
　
ヲ　
　
リ

從
五
位
下
一。
賜
レ

物
有
レ

數
。

十
　

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ハ

　
　
ム

　
　
ノ　
　
　
ヲ
シ
テ

　
　
シ　
　
サ

　
　
テ
　
　
　
ケ
テ

　
　
ニ　
　
ラ
シ
ム

　
　
ニ

　
　
ノ

庚
午
。
諸
國
兵
衛
資
物
。
令
二

當
郡
見
在
郡
司
　
節
級
輸
一レ

之
。
仍
附
二

貢
調
使
一

送
二

所
司
一。
其
輸

　
　
ハ　
　
テ

　
　
ヲ
　
　
テ

　
　
ニ

　
　
テ

　
　
ハ

　
　
ハ

　
　
ハ

　
　
ハ

　
　
ヲ

　
　
ニ

法
以
二

上

一
疋
一

宛
二

銀
二
兩
一。
以
二

上
絲
小
二
斤
。
庸
綿
小
八
斤
。
庸
布
四
段
。
米
一
石
一。
並

　
　
　
ツ

　
　
ニ

　
　
テ

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ス

　
　
ニ

宛
二

銀
一
兩
一。
即
依
二

當
土
所
出
一。
准
二

銀
廿
兩
一。

庚
寅
朔
　
五
　

　
　
　
シ
テ

　
　
ニ

　
　
ス

　
　
ヲ
　
　
　
コ
ト　
　
ヲ　
　
リ

　
　
　
セ
ル　
　
ニ

　
　
ハ

　
　
ハ

五
月
甲
午
。
　
天
皇
御
二

松
林
・
一。
宴
二

王
臣
五
位
已
上
一。
賜
レ

祿
有
レ

差
。
亦
奉
レ

騎
人
等
。
不
レ

問

　
　
ヲ
　
　
フ

　
　
ヲ

二

位
品
一

給
二

銭
一
千
文
一。

廿
一

　
　
　
　
ス
ラ
ク

　
　
　
　
ス
ル
ニ　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ヒ

　
　
ハ

　
　
　
シ
テ
　
　
ク
　
　
ニ

　
　
シ
　
　
ノ

庚
戌
。
太
政
官
處
分
。
准
レ
　

令
。
諸
國
史
生
及

仗
等
。
式
部
判
補
。
赴
レ

任
之
日
。
例
下
二

省

　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
ホ　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ハ　
　
　
ザ
ル

　
　
ニ
　
　
ト
　
　
ハ
　
　
ノ　
　
ニ

　
　
ニ
　
　
　
ラ
ハ
　
　
ニ
　
　
　
シ
テ

符
一。
符
内
仍

二

關
司
勘
過
一。
自
レ

非
二

辨
官
一

不
レ

合
二

此
語
一。
自
レ

今
以
後
。
補
任
已
訖
。
具
注
二

　
　
ヲ

　
　
リ

　
　
ニ

　
　
ニ　
　
テ
　
　
ヲ　
　
チ　
　
セ

　
　
ニ

交
名
一。
申
二

送
辨
官
一。
更
造
レ

符
乃
下
二

諸
國
一。



　
　
ス

　
　
ヲ

　
　
ビ

　
　
ノ

　
　
ニ

六
月
庚
申
朔
。
講
二

仁
王
經
於
朝
堂
及
畿
内
七
道
諸
國
一。

二
　

　
　
ス

　
　
ヲ

辛
酉
。
廢
二

營
厨
司
一。

二
十

　
　
ス
　
　
ノ　
　
サ

　
　
サ

　
　
　
　
ナ
ル
ヲ　
　
ノ　
　
ニ　
　
テ

　
　
ク

　
　
ト

己
卯
。
左
京
職
獻
二

龜
長
五
寸
三
分
。
闊
四
寸
五
分
一。
其
背
有
レ

文
云
。
天
王
貴
平
知
百
年
。

廿
　
一

　
　
ノ

　
　
ス

　
　
ヲ

庚
辰
。
薩
摩
隼
人
等
貢
二

調
物
一。

廿
四

　
　
ス

　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ヲ

癸
未
。
　
天
皇
御
二

大
極
殿
一。
閤
門
隼
人
等
奏
二

風
俗
歌
舞
一。

廿
五

　
　
ニ　
　
ケ
　
　
ヲ　
フ

　
　
ヲ

　
リ

甲
申
。
隼
人
等
授
レ

位
賜
レ

祿
各
有
レ

差
。

廿
六

　
　
ル

　
　
ノ　
　
ニ

乙
酉
。

惑
入
二

大
微
中
一。

庚
寅
朔
　
二
十

　
　
ノ

　
　
ス

　
　
ヲ

秋
七
月
己
酉
。
大
隅
隼
人
等
貢
二

調
物
一。

廿
二

　
　
ノ

ノ
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

辛
亥
。
大
隅
隼
人
姶

郡
少
領
外
從
七
位
下
勲
七
等
加
志
君
和
多
利
。
外
從
七
位
上
佐
須
岐
君

　
　
ニ　
　
ニ　
　
ク

　
　
ヲ

　
　
シ
　
　
ヲ
　
　
　
コ
ト　
　
ヲ

　
　
リ

夜
麻
等
久
久
賣
並
授
二

外
從
五
位
下
一。
自
餘
叙
レ

位
賜
レ

祿
亦
各
有
レ

差
。

廿
四

　
　
ル

　
　
ニ

癸
丑
。
月
入
二

東
井
一。

己
未
朔
　
五
　

　
　
　
シ
テ

　
　
ニ

　
　
　
シ
テ

ア
キ
ツ
ミ
カ
ミ
ト
ア
メ
ノ
シ
タ
シ
ロ
シ
メ
ス
ヤ
マ
ト
子
コ

ス
メ
ラ
ガ
オ
ホ
ミ
コ
ト
ラ
マ
ト
ノ
リ

八
月
癸
亥
。
　
天
皇
御
二

大
極
殿
一。
　
詔
　

曰
。
現

神

御

宇

倭
根
子
天
皇
詔

旨

タ
マ
フ
大
ミ
コ
ト

ミ
　
コ

タ
チ
オ
ホ
キ
ミ
タ
チ
オ
　
ミ
　
タ
チ
モ
ヽ
ノ
ツ
カ
サ
ノ
ヒ
ト
タ
チ
ア
メ
ノ
シ
タ
ノ
　
オ
ホ
ミ
タ
カ
ラ
モ
ロ
モ
ロ
キ
コ
シ
メ
サ
ヘ
ト
ノ
ル

タ
カ
マ
ノ
ハ
ラ

勅

命

乎
親
王
等
諸
王
等
諸
臣
等
百

官

人
等
天

下

公

民

衆

聞

宣
。
高
天
原
由

ア
　
モ
リ
マ
シ

ス
メ
ラ
ガ
ミ
　
ヨ
ヲ
ハ
ジ
メ
テ
コ
　
ノ

タ
　
カ
　
ミ

ク
ラ
ニ
マ
シ
テ
ア
メ
ツ
チ
ヤ

モ
ヲ
オ
サ
メ
ト
ヽ
ノ
ヘ
タ
マ
フ
コ
ト

ハ

ヒ
ジ
リ
ノ
キ
ミ

マ
シ
テ

カ
シ
コ
キ

天
降
坐
之
天
皇
御
世
始
而
許
能
天
官
御
座
坐
而
天
地
八
方
治

調

賜

　
者
聖

君
止
坐
而
賢

オ
ミ
ツ
カ
ヘ
マ
ツ
リ
ア
メ
ノ
シ
タ
タ
ヒ
ラ
ケ

モ
ヽ
ノ
ツ
カ
サ
ヤ
ス

シ
　
テ

ア
メ
ツ
チ
ノ
オ
ホ
キ
シ
ル
シ
ハ
ア
ラ
ハ
レ
ク

カ
ム
ナ
ガ
ラ
オ
モ
ホ
シ
メ

ノ
リ
タ
マ
フ

臣
供

奉

天

下

平
久
百

官

安
久
為
而
之
天
地

大

瑞
者
顯

來
止
奈
母
隨
神
所
念
行
佐
久
止
詔

大
ミ
コ
ト

モ
ロ
モ
ロ
キ
コ
シ
メ
ヘ
ト
ノ
ル
カ
　
ク

ノ
リ
タ
マ
フ
ハ
オ
ホ
ミ
コ
ト
ニ
マ
セ
ス
メ
ラ
ワ
ガ
ミ

ヨ
ニ
ア
タ
リ
テ
ハ

ス
メ
ラ

マ
ス
ワ
レ

キ
ヽ
タ
モ
チ

コ
ト
ト
モ
シ

ミ
タ

命

乎
衆

聞

宣
。如
是
詔

者
大
命

坐
皇

朕
御
世
當
而
者
皇
止
坐
朕
母
聞
持
流
事
乏
久
見

モ
チ

オ
コ
ナ
ヒ
ス
ク
ナ

ア
ガ
オ
ミ
ト
シ
テ
ツ
カ
ヘ
マ
ツ
ル
ヒ
チ
ド
モ

ヒ
ト
ツ
フ
タ
ツ

モ
ラ
シ
ヲ
ト
ス
コ
ト

ア
ラ

カ
タ
ジ
ケ
ナ

ハ
ヅ
カ
シ

オ
モ
ホ
シ

持
留
行

少
美
。

朕
臣
為

供

奉

人
等
母
一

二
乎
漏

落

事
母
在
牟
加
止
辱

美
愧

美
所
思

マ
シ
テ

ワ
ガ
オ
ホ
キ
ミ
オ
ホ
キ

ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
ノ
オ
ホ
マ
ヘ

カ
シ

シ
ヽ
マ
ヒ
ハ
ラ
バ
ヒ
モ
ト

マ
ヲ
シ
タ
マ

ウ
ケ
タ
マ
ハ
ラ

ハ

マ
ヘ
ツ
ギ
ミ
タ
チ

ト
ヒ
コ
ム

坐
而
我
皇

太
上
天

皇

大
前
尓
恐
古
士
物
進
退
匍
匐
廻
保
理
白

賜
比
受
被
賜
久
者
卿

等
乃
問
來

マ
ツ
リ
ゴ
ト

ハ

カ
　
ク

コ
タ
ヘ
タ
マ
ハ
ム
カ

ク

コ
タ
ヘ
タ
マ
ハ
ム

マ
ヲ
シ
タ
マ

マ
ヲ
シ
タ
マ
フ
ツ
カ
サ

ヲ
サ
メ
タ
マ
ハ
ム

マ
ヲ
シ
タ
マ

政

乎
者
加
久
耶

　

賜

加
久
耶

　

賜

止
白
賜
比
白

賜

官

尓
耶
治

賜

止
白

賜
倍
婆
。

ヲ
シ
ヘ
タ
マ
ヒ
オ

モ

ブ
　
ケ

タ
マ
ヒ
コ
タ
ヘ
タ
マ
ヒ
ノ
リ
タ
マ
フ
マ
ニ
マ

コ

ヲ
ス
ク
ニ
ア
メ
ノ
シ
タ
ノ

マ
ツ
リ
ゴ
ト

オ
コ
ナ
ヒ
タ
マ
シ
キ
タ
マ
ヒ
ツ
ヽ
ツ
カ
ヘ
マ
ツ
リ

教

賜

於
毛
夫
氣
賜

　

賜

宣
賜

隨
尓
。
此
乃
食
國
天

下
之
政

乎
行

賜

敷
賜

乍
供

奉

タ
マ
フ
ア
ヒ
ダ

ミ
サ
ト
ヅ
カ
サ
ノ
カ

ミ

ヒ
ロ
キ
ミ
ツ
ノ
ク
ラ
井
フ
ヂ
ハ
ラ
ノ
ア
ソ
ミ
マ
　
ロ
　
ラ

フ
ミ
オ
ヘ
ル
カ
メ
ヒ
ト
ツ

タ
テ
マ
ツ
ラ
ク

マ
ウ
シ
タ
マ

キ
コ

賜

間
尓
。
京

職

大
夫
從

三

位

藤
原
朝
臣
麻
呂
等
伊
負

圖
龜
一
頭
獻

止
奏

賜
不
止
所

シ
メ
シ

オ
ド
ロ
キ
タ
マ
ヒ
ア
ヤ
シ
ミ
タ
マ
ヒ
ミ
ソ
ナ
ハ
シ

ヨ
ロ
コ
ビ
タ
マ
ヒ
メ
デ
タ
マ
ヒ

オ
モ
ホ
シ
メ
サ

ハ

ウ

ツ

シ

ク

モ

ス
メ
ラ
ワ
ガ
マ
ツ
リ
ゴ
ト

聞
行
。
驚

賜

恠

賜

所
見
行
歡

賜

嘉
賜

所
思
行
久
者
。
于
都
斯
久
母
皇

朕
政

乃

イ
タ
セ
ル
モ
ノ

ア
ラ

コ

ハ

オ
ホ
キ

ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
ノ
ア
ツ

ヒ
ロ

メ
グ
ミ

カ
ヾ
フ
リ
テ
タ
カ

タ
フ
ト

オ
コ
ナ
ヒ

ヨ
リ
テ

ア
ラ
ハ
レ
ケ
ル
オ
ホ
キ

所
致
物
尓
在
米
耶
。

此
者
太
上
天

皇

厚
攴
廣
攴
徳

乎
蒙

而
高
攴
貴
攴
行

尓
依
而
顯

來
大

シ
ル
シ
ノ
モ
ノ

ノ
リ
タ
マ
フ
大
ミ
コ
ト
ヲ

モ
ロ
モ
ロ
キ
コ
シ
メ
サ
ヘ
ト
ノ
ル
コ
ト
ワ
ケ
テ
ノ
リ
タ
マ
ハ

コ
ノ
オ
ホ
キ
シ
ル
シ
ノ
モ
ノ
ハ
ア
メ
ニ
マ
ス
カ
ミ
ク
ニ
ヽ
マ
ス
カ
ミ

瑞

物
曾
止
詔

命

乎
衆

聞

宣
。辞
別

詔

久
此
大

瑞

物
者
天

坐
神
地

坐
神
乃

ア
ヒ
ウ

ヅ

ナ

マ
ツ
リ
サ
キ
ハ
ヘ
マ
ツ
ル
コ
ト

ヨ
リ
テ

ウ
ツ
シ

イ
デ

シ
ル
シ

ア
ル

カ
ム
ナ
ガ
ラ
オ
モ
ホ
シ
メ

コ
ヽ
ヲ
モ
テ
ア
メ
ツ
チ

相
宇
豆
奈
比
奉

福

奉

事
尓
依
而
顯
久
出
多
留
瑞
尓
在
羅
之
止
奈
母
神
隨

所
思
行
須
。

是
以

天
地

ノ

カ
ミ

ア
ラ
ハ
シ
マ
ツ
レ

タ
フ
ト
キ
シ
ル
シ
ニ
ヨ
リ
テ

ミ

ヨ
ノ
ナ

ヲ

ア
ラ
タ
メ
タ
マ
ヒ
カ
ヘ
タ
マ
フ

コ
ヽ
ヲ
モ
テ
ジ
ム
キ
ノ
ム
ト
セ
ヲ
ア
ラ
タ
メ
テ
テ
ム
ビ
ヤ
ウ
ノ

之
神
乃
顯

奉

留
貴

瑞

以
而
御
世
年
號
改

賜

換
賜
。
是

以

改
神
龜
六
年
為
天

平



ハ
ジ
メ
ノ
ト
シ
ト
シ
テ
ア
メ
ノ
シ
タ
ヒ
ロ
ク
ツ
ミ
ユ
ル
シ
モ
ヽ
ノ
ツ
カ
サ
ノ
フ
ム
ヒ
ト
ヨ
リ
カ
ミ
ツ
カ
タ
ノ
ヒ
ト
ド
モ
カ
ヾ
フ
リ
ク
ラ
井
ヒ
ト
シ
ナ
ア
ゲ
タ
マ
フ
コ
ト

ハ
ジ
メ
ヒ
ト
ツ
フ
タ
ツ

元

年

而

大

赦

天

下

百

官

主

典

已

上

等

冠

位

一
階
上
賜

事
乎
始

一

二

ヨ
ロ
コ
ビ
ノ
大
ミ
コ
ト
ノ
リ
タ
マ
ヒ
メ
グ
ミ
タ
マ
ヒ
オ
コ
ナ
ヒ
タ
マ
フ

ノ
リ
タ
マ
フ
ス
メ
ラ
ガ
オ
ホ
ミ
コ
ト
モ
ロ
モ
ロ
キ
コ
シ
メ
サ
ヘ
ト
ノ
ル

　
　
ノ

　
　
　
　
フ
コ
ト

　
　
ニ
ハ

乃
慶

命

詔
賜

惠

賜

行

賜

止
詔

天
皇
命

衆

聞

宣
。
』
其
賜
レ
　

物
。
親
王

　
　
　
ニ
ハ

　
　
　
ニ
ハ

　
　
　
ニ
ハ

　
　
　
ニ
ハ

　
　
ニ
ハ

一
百
疋
。
大
納
言
　

七
十
疋
。
三
位
　

疋
。
四
位
　

一
十
五
疋
。
五
位
　

一
十
疋
。
正
六
位
上

　
　
ノ

　
　
ヒ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

四
疋
。
綿
一
十
屯
。
定
額
散
位
及
左
右
大
舎
人
。
六
衛
府
舎
人
。
中
宮
職
舎
人
。
諸
司
長
上

　
　
ヒ
　
　
　
ニ
ハ

　
　
　
ニ
ハ

　
　
ハ　
　
シ

　
　
ニ

　
　
ハ　
　
ス

及
史
生
　

各
布
二
端
。
使
部
伴
部
。
門
部
主
帥
　

各
布
一
端
。
其
女
孺
采
女
准
二

大
舎
人
一。
宮
人
准

　
　
ニ

　
　
　
ノ

　
　
ル

二

使
部
一。
又
天
下
百
姓
高
年
八
十
已
上
及
孝
子
順
孫
。
義
夫
節
婦
鰥
寡

独
。
疹
疾
不
レ

能
二

自

　
　
　
　
　
ス
ル
コ
ト
　
　
　
ニ
ハ
　
　
レ

　
　
ノ　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ
　
　
ス

　
　
ヒ

存
一
　
　

者
。
依
二

和
銅
元
年
格
一。
又
左
右
兩
京
今
年
田
租
。
在
京
僧
尼
之
父
今
年
所
レ

出
租
賦
。
及

　
　
ル

　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
リ

　
　
ノ

　
　
　
　
ヲ
サ
メ　
　
ハ

　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ヒ

到
二

大
宰
府
一

路
次
驛
戸
租
調
。
自
二

神
龜
三
年
一

已
前
官
物
未
レ

納
　
者
皆
免
。
』
又
陸
奥
鎮
守
兵
及

　
　
ノ

　
　
ハ

　
　
　
シ
テ

　
　
ヲ
　
　
　
サ
ニ
　
　
　
シ
テ

　
　
　
キ
ト　
　
ノ　
　
テ
　
　
ニ
　
　
　
フ
ト　
　
ヲ

　
　
　
シ
テ

　
　
ニ　
　
　
　
ル
ト
ノ

　
　
ヲ

三
關
兵
士
。
簡
二

定
　

三
等
一。
具
　

録
下

進
退
如
レ

法
臨
レ

敵
振
レ

威
。
向
二

冐
　

万
死
一。
不
レ
　

顧
二

一
生
一

　
　
ニ

ノ
　
　　
　
ヲ

　
　
ニ
　
　
　
シ
テ

　
　
ヲ

　
　
　
　
　
セ
シ
ム　
　
ノ　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
キ
　
　
ス　
　
ハ

之
状
。
并
姓
名
年
紀
居
貫
軍

之
年
上。
便
差
二

專
使
一。
上
奏
。
其
諸
衛
府
内
武
藝
可
レ

稱
者
。
亦

　
　
テ
　
　
ヲ　
　
　
　
セ
シ
ム

　
　
ノ
　
　
　
ニ
ハ
　
　
　
シ
テ　
　
ヲ　
　
ル
　
　
シ

　
　
　
メ
テ

　
　
ノ　
　
ヲ
　
　
シ
　
　
ト

　
　
シ
　
　
ヲ
　
　
　
ヘ
ヨ　
　
ヲ

　
　
ノ

以
レ

名
奏
聞
。
』
又
諸
大
陵
　

差
レ

使
奉
レ

幤
。
其
改
二

諸
陵
司
一

為
レ

寮
。
増
レ

員
加
レ

秩
。
』
又
諸
國
天

　
　
ハ

　
　
ク
　
　
ム

　
　
　
　
ヲ
シ
テ　
　
サ

　
　
ヲ

　
　
シ
　
　
　
ラ
ハ　
　
ノ　
　
ニ　
　
キ
　
　
ル

　
　
　
ル
ス

　
　
　
　
　
ル
コ
ト
ヲ

　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ノ

神
地
祗
者
。
宜
レ

令
下
二

長
官
一
　

致
上
レ

祭
。
若
有
二

限
外
應
レ

祭
山
川
一

者
聽
レ

祭
。
　
即
免
二

祝
部
今
年

　
　
ヲ

　
　
ル

　
　
ノ　
　
ニ

　
　
ハ
　
　
　
シ
ム

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ノ　
　
ノ

　
　
テ

　
　
ヲ　
　
　
メ
ル

田
租
一。
』
又
在
二

近
江
國
一

紫
郷
山
寺
者
入
二

官
寺
之
例
一。
』
又
五
世
王
嫡
子
已
上
。
娶
二

孫
・
王
一

生

　
　
ヲ
　
　
ハ　
　
ル

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ハ　
　
ル

　
　
ノ　
　
ニ

　
　
ル
　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

二

男
女
一

者
入
二

皇
親
之
限
一。
自
餘
依
二

慶
雲
三
年
格
一。
』
其
獲
レ

龜
人
河
内
國
古
市
郡
人
无
位
賀
茂
子

　
　
　
ニ
ハ　
　
ケ

　
　
ヲ　
　
　
　
フ
コ
ト　
　
ヲ

　
　
　
　
ス
ラ
ク

虫
　

授
二

從
六
位
上
一。
賜
レ
　

物

廿
疋
。
綿

屯
。
布
八
十
端
。
大
税
二
千
束
。
』
又
　
勅
。
唐

　
　
　
レ
テ

　
　
ニ

　
　
ヒ

　
　
ニ

　
　
ク　
　
テ

　
　
ヲ

　
　
ル
　
　
カ

　
　
ト

シ
カ
ノ
ミ
ナ
ラ
ス　
　
ヘ　
　
キ
テ

　
　
ヲ

　
　
ム

僧
道
榮
。
身
生
二

本
郷
一。
心
向
二

皇
化
一。
遠
渉
二

滄
波
一。
作
二

我
法
師
一。
加

以

訓
二

導
子
虫
一。
令
レ

　
　
セ

　
　
ヲ

　
　
ク
　
　
シ

　
　
ノ　
　
ニ

　
　
テ　
　
ス

ア
ケ　
　
ノ

　
　
ニ　
　
ヲ

　
　
　
ノ

ハ
　
ニ　
　
レ

　
　
ニ
　
　
　
　
ニ
シ
テ

獻
二

大
瑞
一。
宜
下

擬
二

從
五
位
下
階
一。
仍
施
中

緋
色
袈
裟
并
物
上。
其
位
祿

一
依
二

令
條
一。
」
既
　
而

　
　
ク

　
　
ノ

　
　
ノ　
　
ノ

　
　
ニ　
　
ニ

　
　
ノ

授
二

正
五
位
下
小
野
朝
臣
牛
養
。
正
五
位
上
榎
井
朝
臣
廣
國
並
從
四
位
下
。
正
五
位
下
大
伴
宿
祢

　
　
ノ

　
　
ニ　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ニ

祖
父
麻
呂
。
佐
伯
宿
祢
豊
人
並
正
五
位
上
。
從
五
位
上
中
臣
朝
臣
廣
見
正
五
位
下
。
從
五
位
下
大

　
　
ノ

　
　
ニ　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ノ

伴
宿
祢
首
。
田
口
朝
臣
家
主
並
從
五
位
上
。
外
從
五
位
下
高
橋
朝
臣
首
名
。
紀
朝
臣
飯
麻
呂
。
正

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ニ　
　
ニ

　
　
ヲ

六
位
上
多
治
比
眞
人
多
夫
勢
。
藤
原
朝
臣
鳥
養
並
從
五
位
下
一。

九
　

　
　
ノ

　
　
ス

〔
天
智
〕

　
　
カ

丁
卯
。
左
大
辨
從
三
位
石
川
朝
臣
石
足
薨
。
淡
海
朝
大
臣
大
紫
連
子
之
孫
。
少
納
言
小
花
下
安
麻

　
　
カ
　
　
　
ナ
リ

呂
之
子
也
。

十
　

　
　
　
シ
テ
　
　
　
テ
ヽ

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ト

戊
辰
。
　
詔
　

立
二

正
三
位
藤
原
夫
人
一

為
二

皇
后
一。

廿
四

　
　
ル

　
　
ヒ

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ニ
　
　
　
シ
テ

　
　
ノ

　
　
テ

　
　
ヲ　
　
ク

ス
メ
ラ
ガ

壬
午
。
喚
二

入
五
位
及
諸
司
長
官
于
内
裏
一。
而
　

知
太
政
官
事
一
品
舎
人
親
王
宣
レ

　
勅
曰
。
天
皇

オ
ホ
ミ
コ
ト

ミ

コ

タ
チ
マ
タ
イ
マ
シ
大
キ
ミ
タ
チ
オ
ミ
タ
チ
ニ
タ
カ
ラ
ヒ
タ
マ

ノ
リ
タ
マ
ハ

ス
メ
ラ
ワ
レ
タ
カ
ミ
　
ク
ラ

イ
マ
シ
ソ
メ
シ

大
命
良
麻
止
親
王
等
又
汝

王

臣
等

語

賜
幤
止
　
勅

久
。

皇

朕
高
御
座
尓
坐

初

由
利



コ
ト
シ

イ
タ
ル

ム
　
ト
セ

ナ
リ

コ

ア
ヒ
ダ

ア
マ

ク
ラ
井

ツ
ギ
マ
ス

ツ
ギ
テ

シ

ヒ
ツ
ギ
ノ
ミ
コ
ハ
ベ
リ

コ
レ
ニ
ヨ
リ
テ
ソ
ノ
ハ

今
年
尓
至

麻

六
年
尓
成
奴
。
此
乃
間
尓
天
都
位
尓
嗣
坐
倍
伎
次
止
為

皇
太
子
侍
豆
。
由

是

其
婆

ヽ

イ
マ

フ
ヂ
ハ
ラ
ノ
キ
サ
キ

オ
ホ
キ
サ
キ

サ
ダ
メ
タ
マ
フ
カ
　
ク

サ
ダ
メ
タ
マ
フ
ハ
ス
メ
ラ
ワ
ガ
ミ

ヽ

ト
シ
ツ
キ
ツ
モ
リ

ア
メ
ノ
シ
タ
ノ
キ
ミ
ト
マ
シ
テ

婆
止
在
須
藤
原

夫
人
乎
皇

后
止
定

賜
。
加
久
定

賜
者
皇

朕
御
身
毛
年
月
積
奴
。
天

下

君
坐
而

ト
シ
ノ
ヲ
ナ
ガ

オ
ホ
キ
サ
キ
イ
マ
サ
ヾ
ル
コ
ト

ヒ
ト

ヨ
　
カ

ワ
ザ

ア
リ

マ
タ
ア
メ
ノ
シ
タ
ノ
マ
ツ
リ
ゴ
ト
ニ
オ
キ
テ

ヒ
ト
リ
シ
ル

モ
ノ
ナ
ラ
ズ

年
緒
長
久
皇
后

不

坐
事
母
一
豆
乃
善
有
良
努
行
尓
在
。又
於
天
下
政

置
而
独

知
倍
伎
物
不
有
。

カ
ナ
ラ
ズ

シ
　
リ

ヘ

マ
ツ
リ
ゴ
ト
ア
ル

コ

ハ
　
コ
ト
ダ
ツ

ア
ラ
ズ

ア
メ

ヒ

ツ
キ
ア
ル
ゴ
ト
ツ
チ

ヤ
マ
カ
ハ
ア
ル
ゴ
ト
ナ
ラ
ビ
マ
シ
テ

ア
ル

必

母
斯
理
幤
能
政

有
倍
之
。
此
者

立
尓
不
有
。
天
尓
日
月
在
如
地
尓
山
川
有
如
並

坐
而
可

ベ
シ

イ
フ
コ
ト
ハ

イ
マ
シ
タ
チ
大
キ
ミ
タ
チ
オ
ミ
タ
チ
ア
キ
ラ
ケ
ク
ミ
シ
レ
ル
コ
ト
ナ
リ

シ
カ
ル
ニ
コ
ノ
ク
ラ
井

オ
ソ
ク
サ
ダ

ト
　
ヒ
　
ト

マ

ニ

モ

有
止
言
事
者
汝
等

王

臣
等
明

見
所
知
在
。
然

此
位
乎
遲

定
米
豆
良
久
波
刀
比
止
麻
尓
母

オ
ノ

ア

ゲ

サ
ヅ
ク

ヒ
ト

ヒ
ト
ヒ

フ
ツ
カ

エ
ラ

ト
ヲ
カ

ハ
ツ
カ

コ
ヽ
ロ
ミ
サ
ダ
ム

イ
　
ハ

コ
　
キ
　
ダ
　
シ

オ
　
ホ

己
我
夜
氣
授
留
人
乎
波
一
日
二
日
止
択
比
十
日
廿
日
止
試

定

止
斯
伊
波
婆
・
許
貴
太
斯
伎
意
保
伎

ア
メ
ノ
シ
タ

コ
ト

タ
　
ヤ
　
ス

オ
コ
ナ
ハ

オ
モ
ホ
シ
マ
シ
テ

コ

ム
　
ト
セ

ウ
チ

エ
ラ
ビ
タ
マ
ヒ
コ
ヽ
ロ
ミ
タ
マ
ヒ
テ

ケ
　
フ

イ
　
マ

天

下
乃
事
乎
夜
多
夜
須
久
行

無
止
所
念
坐
而
。
此
乃
六
年
乃
内
乎
択

賜

試

賜
而
。
今
日
今
時

マ
ノ
ア
タ
リ
モ
ロ
モ
ロ

メ
シ
タ
マ
ヒ
テ
ク
ハ
シ
キ
コ
ト

サ
マ
カ
タ
ラ
ヒ
タ
マ

ノ
リ
タ
マ
フ
大
ミ
コ
ト
ヲ
キ
コ
シ
メ
サ
ヘ
ト
ノ
ル

カ
　
ク

ノ
リ
タ
マ
フ
ハ
カ
ケ
マ
ク
モ
カ
シ
コ

眼
當

衆

乎
喚
賜
而
細

事
乃
状
語

賜
布
止
詔

勅

聞

宣

。賀
久
詔

者
挂

畏

コ
ノ
ミ

ヤ
ニ
マ
シ

ア
キ
ツ
ミ
カ
ミ
ト
オ
ホ
ヤ

シ
マ
ク
ニ
シ
ロ
シ
メ
シ
ヽ
ヤ
マ
ト
子
コ

ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
ワ
ガ
オ
ホ
キ
ミ
ミ

オ
ヤ
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト

ハ
ジ
メ
コ
ノ
オ
ホ
キ
サ
キ

攴
於
此
宮
坐
攴
現

神

大
八
洲
國
所

知

倭
根
子
天

皇

我
王

祖
母
天

皇

乃
始

斯
皇

后
乎

ア
レ
ニ
タ
マ
ヘ
ル
ヒ

ノ
リ
タ
マ
ヒ

ヲ
ミ
ナ

イ

ヒ
ト
シ

ワ
ガ
カ
　
ク

イ
フ

カ
ノ
チ
ヽ
ト
ハ
ベ
ル
オ
ホ
オ
ミ

ス
メ
ラ

ミ
カ
ド

ア
ナ
ヽ
ヒ
マ
ツ
リ

朕

賜

日
尓
勅

豆
良
久
。
女
止
云
波
婆
等

美
夜
我
加
久
云
。
其
父

侍

大
臣
乃
皇
我
朝
乎
助

奉

タ
ス
ケ
マ
ツ
リ

イ
タ
ヾ

カ
シ
コ

ツ
カ
ヘ
マ
ツ
リ
ツ
ヽ
ヨ

ナ
カ
ア
カ
ト
キ

ヤ
ス
モ
フ
コ
ト
ナ

キ
ヨ

ア
カ
キ
コ
ヽ
ロ

モ
チ

ツ
カ
ヘ
マ
ツ
ル

ミ

シ

輔

奉

頂
伎
恐
美
供

奉

乍
夜
半
曉
時
止
烋
息

無
久
浄
伎
明

心
乎
持

波
波
刀
比
供

奉
乎
所
見

タ
マ
ヘ
ハ

カ
ノ
ヒ
ト

ウ

ム

ガ

シ

コ
ト
イ
ソ
シ
キ
コ
ト

ツ
ヒ
ニ
エ
ワ
ス
レ
ジ

ア
ガ
コ

ア
ガ
オ
ホ
キ
ミ
ア
ヤ
マ
チ
ナ
ク
ツ
ミ
ナ
ク
ア
ラ
バ

ス
テ

ワ
ス
レ

賜
者
。
其
人
乃
宇
武
何
志
伎
事

　
事
乎
送
不
得
忘
。
我
兒
我
王

過

无
罪
無
有
者
捨
麻
須
奈
忘

オ
ホ
セ
タ
マ
ヒ
ノ
リ
タ
マ
ヒ

オ
ホ
ミ
コ
ト
ニ
ヨ
リ
テ

カ

カ
　
ク

ト
シ

ム
ト
セ

コ
ヽ
ロ
ミ
タ
マ
ヒ
ツ
カ
ヒ
タ
マ
ヒ

コ
ノ
オ
ホ
キ
サ
キ
ノ
ク
ラ
井

麻
須
奈
止
負

賜

宣
賜
志
大
命

依
而
。
加
尓
加
久
尓
年
乃
六
年
乎
試

賜

使

賜

此
皇

后

位
乎

サ
ツ
ケ
タ
マ
フ
シ
カ
ル

ワ
ガ
ト
キ

ア
ラ
ズ

ナ
ニ
ハ
ノ
タ
カ
ツ
ノ
ミ
ヤ
ニ
ア
メ
ノ
シ
タ
シ
ロ
シ
メ
シ
ヽ
オ
ホ
サ
ヽ
ギ
ノ
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
カ
ヅ
ラ
ギ
ノ
ソ
　
ツ
　
ビ

コ
ノ

授

賜
。
然
毛
朕
時
乃
未
尓
波
不
有
。
難
波
高
津
宮

御

宇

大
鷦
鷯
天

皇

葛
城

曾
豆
比
古

ム
ス
メ

イ
　
ハ
　
ノ

ヒ

メ
ノ
ミ
コ
ト
オ
ヨ
キ
サ
キ

ミ
　
ア
ヒ
マ
シ
テ

ヲ
ス
ク
ニ
ア
メ
ノ
シ
タ
ノ
マ
ツ
リ
ゴ
ト
ヲ
サ
メ
タ
マ
ヒ
オ
コ
ナ
ヒ
タ
マ
ヒ

イ
マ
メ
　
ヅ
　
ラ
　
カ

女
子
伊
波
乃
比
賣
命

皇

后
止
御
相
坐
而
食
國
天
下
之
政

治

賜

行

賜
家
利
。
今
米
豆
良
可

ア
タ
ラ
シ

マ
ツ
リ
ゴ
ト
ニ
ハ
ア
ラ
ズ

モ
ト

オ
コ
ナ
ヒ
コ
シ
ア
ト
ゴ
ト

ノ
リ
タ
マ
フ
大
ミ
コ
ト
ヲ
キ
コ
シ
メ
サ
ヘ
ト
ノ
ル
　
　
　
　
ニ
シ
テ

尓
新

伎
政

者
不
有
。
本
由
理
行

來
迹
事
曾
止
詔

勅

聞

宣
。
』
既
　
而
中
納
言
從

　
　
ノ

　
　
ニ　
　
テ

　
　
ヲ　
　
ク

ス
メ
ラ
ガ
オ
ホ
ミ
コ
ト
ラ
マ
ト
イ
マ
ノ
リ
タ
マ
ヘ
ル
ミ

コ
ト
ノ
リ
ハ
ツ
子
ノ
コ
ト

ア
ラ
ズ

ム

ツ

三
位
阿
倍
朝
臣
廣
庭
更
宣
レ

　
勅
曰
。
天
皇
詔

旨

今

勅

御
事
法
者
常
事
尓
波
不
有
。
武
都

ゴ
ト

オ
モ
ホ
シ
マ
ス
ガ
ユ
ヱ
ニ
ナ
ホ
ア
ル

モ
ノ

ア

オ
モ
ホ
シ
メ

オ
ホ
ミ

モ
ノ
タ
マ

ノ
ル

　
　
フ

　
　
ニ

事
止
思

坐

故

猶
在
倍
伎
物
尓
有
礼
夜
止
思
行
之

大
御
物
賜
久
止
宣
。
』
賜
二

親
王

三
百
疋
。
大

　
　
ニ

　
　
ニ

　
　
ニ

　
　
ニ

　
　
ニ

　
　
ニ

　
　
ニ

納
言
二
百
疋
。
中
納
言
一
百
疋
。
三
位
八
十
疋
。
四
位
卅
疋
。
五
位
廿
疋
。
六
位
五
疋
。
内
親
王

　
　
ニ

　
　
ニ

　
　
ニ

一
百
疋
。
内
命
婦
三
位
六
十
疋
。
四
位
一
十
五
疋
。
五
位
一
十
疋
一。

戊
子
朔
　
三
　

　
　
　
セ
テ

　
　
ニ
　
　
ム
　
　
メ
　
　
ノ

　
　
ヲ

九
月
庚
寅
。
仰
二

大
宰
府
一

令
レ

進
二

調
綿
一
十
万
屯
一。

十
四

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ス

　
　
ル　

　 　
　
ニ

　
　
ノ
　
　
　
　
　
キ
モ
ノ
ハ　
　
ス

　
　
フ
　
　
　
ケ
テ

辛
丑
。
陸
奥
鎮
守
将
軍
從
四
位
下
大
野
朝
臣
東
人
等
言
。
在
レ

鎮
兵
人
勤
功
可
レ
　
　

録
。
請
授
二

官

　
　
ヲ
　
　
　
　
メ
ン
ト　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
　
　
ス
ラ
ク　
　
ク

　
　
　
ニ
ハ

　
　
ム

　
　
ヲ

　
　
　
ニ
ハ

位
一

勤
二
　

其
後
人
一。
　
勅
。
宜
三

一
列
卅
人
　

各
進
二

二
級
一。
二
列
七
十
四
人
　

各
一
級
。
三
列
九
十

　
　
　
ニ
ハ

　
　
ト

六
人
　

各
布
十
常
。

廿
八

　
　
ノ　
　
ヲ　
　
シ

　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
シ

　
　
ト

　
　
ノ

乙
卯
。
正
四
位
下
葛
城
王
為
二

左
大
弁
一。
正
四
位
下
大
伴
宿
祢
道
足
為
二

右
大
弁
一。
正
三
位
藤
原
朝

　
　
ヲ　
　
シ

　
　
ト

　
　
ノ

　
　
ヲ　
　
シ

　
　
ノ

　
　
ト

　
　
ノ　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ノ

臣
房
前
為
二

中
務
卿
一。
從
四
位
下
小
野
朝
臣
牛
養
為
二

皇
后
宮
大
夫
一。
正
四
位
下
長
田
王
為
二

衛
門



　
　
ト

督
一。

　
　
　
　
　
セ
ル
コ
ト

冬
十
月
戊
午
朔
。
日
有
レ

蝕
　
　

之
。

七
　

　
　
テ

　
　
ヲ
　
　
シ

　
　
ト

　
　
ヲ　
　
シ

　
　
ト

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ト

甲
子
。
以
二

辨
浄
法
師
一

為
二

大
僧
都
一。
神

法
師
為
二

少
僧
都
一。
道
慈
法
師
為
二

律
師
一。

丁
亥
朔
　

七

　
　
ス

　
　
ヒ

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
　
　
ス
ラ
ク

　
　
ヒ

　
　
ノ

　
　
ノ

十
一
月
癸
巳
。
任
二

京
及
畿
内
班
田
司
一。
太
政
官
奏
。
親
王
及
五
位
已
上
。
諸
王
臣
等
位
田
。
功

　
　
ニ

　
　
ノ　
　
ハ

　
　
　
カ
ラ　
　
メ　
　
フ

　
　
チ　
　
ヘ

　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ハ

モ
シ　　
　
ラ
バ

　
　
　
ス
ル

　
　
ヲ

　
　
　
　
　
ン
コ
ト
ヲ

田
。
賜
田
并
寺
家
神
家
地
物
不
レ

須
二

改
易
一。
便
給
二

本
地
一。
其
位
田
者
如
有
下

情
二

願
　

以
レ

上
易
一レ

　
　
ニ

　
　
テ

　
　
ノ　
　
ヲ
マ
ヽ
ニ
　
　
セ　
　
　
フ
ヲ

　
　
テ
　
　
ヲ

　
　
　
　
　
ン
ト
ス
ル　
　
ニ　
　
ハ

　
　
　
カ
ラ

　
　
　
　
　
　
ヲ
サ
メ
シ
ム　
　
ヒ

　
　
　
　
リ
ド
モ
　
　
　
ス
ル　
　
　
ラ
ン

　
　

上
者
上。
計
二

本
田
數
一

任
　

聽
レ

給
　

之
。
以
レ

中
換
レ
　
　

上
者
不
レ

合
二

与
理
一。
　
縦
有
二
　

聽
許
一。
為

　
　
ノ

　
　
ハ

　
　
ツ　
　
ヘ

　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ノ　
　
ハ　
　
ツ　
　
ル

　
　
ニ

　
　
ニ
　
　
　
ク
ハ

　
　
リ

ト
モ
ニ

　
　
　
セ
ヨ

二

民
要
須
一

者
。
先
給
二

貧
家
一。
其
賜
田
人
先
入
二

賜
例
一。
見
無
二

實
地
一

者
。
所
司
即
　

与
　

處
分
。
位

　
　
モ

　
　
シ

　
　
ハ　
　
レ

　
　
ニ

　
　
ハ

　
　
メ　
　
リ
　
　
キ
　
　
フ

　
　
ヲ

　
　
テ
　
　
ノ

　
　
ニ
　
　
リ

　
　
ノ　
　
ニ

　
　
ハ

田
亦
同
。
餘
依
二

令
條
一。
其
職
田
者
民
部
預
計
二

合
レ

給
田
數
一。
隨
二

地
寛
狹
一

取
二

中
上
田
一。
一
分
畿

　
　
ニ

　
　
ハ

　
　
ニ

　
　
テ
　
　
ニ

　
　
シ

　
　
ル
　
　
　
　
ル
コ
ト　
　
ヒ
　
　
メ

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
　
セ
ハ

内
。
一
分
外
國
。
隨
レ

闕
収
授
。
勿
レ

使
レ
　

爭
二

求
膏
腴
之
地
一。
又
諸
國
司
等
前
任
之
日
。
開
二

墾
　

　
　
ヲ
　
　
ハ

　
　
リ

　
　
セ　
　
　
ヨ
リ
　
　
　
フ
ル　
　
ヲ　
　
ト

　
　
シ　
　
ル　
　
ヲ

　
　
　
ク
ニ　
　
シ　　
メ
テ

　
　
ニ　
　
ヘ

　
　
ニ

水
田
一

者
。
從
二

養
老
七
年
一

以
來
。
不
レ

論
二

本
　

加
レ

功
人
轉
買
得
家
一。
皆
咸
　

還
収
。
便
給
二

土
人

　
　
シ
　
　
　
ラ
ハ　
　
ノ

　
　
タ

　
　
　
　
　
　
ス
ル
コ
ト
ヲ

　
　
テ
　
　
ニ
　
　
　
ル
セ

　
　
　
　
　
ル
コ
ト
ヲ

　
　
ノ

　
　
ハ

　
　
ニ　
　
レ

　
　
ノ　
　
ニ

一。
若
有
下

其
身
未
レ

得
二

遷
替
一
　
　
　

者
上。
依
レ

常
聽
レ

佃
。
　

自
餘
開
墾
者
一
依
二

養
老
七
年
格
一。
又
阿

　
　
ノ

　
　
ノ　
　
ノ

　
　
ハ

　
　
ハ

　
　
ヲ

　
　
ク
　
　
　
シ
テ　
　
ニ

　
　
チ　
　
ヘ

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
シ　
　
ル

　
　
ノ　
　
ニ

　
　
ノ

波
國
山
背
國
陸
田
者
不
レ

問
二

高
下
一。
皆
悉
還
レ

公
。
即
給
二

當
土
百
姓
一。
但
在
二

山
背
國
一

三
位
已
上

　
　
ハ

　
　
ニ　
　
メ

　
　
ヲ
　
　
テ
　
　
ニ
　
　
　
セ
ヨ

　
　
ハ
　
　
　
ク
ニ
　
　
　
メ
ン
　
　
テ
　
　
ヲ

　
　
　
　
コ
ト
ハ　
　
ト

　
　
ニ
　
　
　
ル
セ
　
　
ノ

　
　
ヒ

陸
田
者
。
具
録
二

町
段
一

附
レ

使
上
奏
。
以
外
盡
　

収
。
開
レ

荒
為
レ
　

熟
。
兩
國
並
聽
。
其
　
勅
賜
及

　
　
ハ

　
　
　
レ
ト　
　
レ

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
ニ　
　
ス
　
　
ヲ

功
者
。
不
レ

入
二

還
収
之
限
一。
並
許
レ

之
。

〔
庚
午
〕

　
　
ノ

　
　
ス
　
　
ヲ

　
　
　
　
　
　
フ
レ
ハ
ナ
リ

二
年
春
正
月
丙
戌
朔
。
廢
レ

朝
。
雨
　
　

也
。

二
　

　
　
　
シ
テ

　
　
ニ

　
　
ク
　
　
ヲ

丁
亥
。
　
天
皇
御
二

大
極
殿
一。
受
レ

朝
。

七
　

　
　
ス

　
　
ヲ

　
　
ニ　
　
　
　
フ
コ
ト　
　
ヲ　
　
リ

壬
辰
。
宴
二

五
位
已
上
於
中
朝
一。
賜
レ
　

祿
有
レ

差
。

十
六

　
　
　
シ
テ

　
　
ニ
　
　
ス

　
　
ヲ

　
　
ニ

　
　
リ　
　
　
シ
ス

　
　
ノ　
　
ニ

辛
丑
。
　
天
皇
御
二

大
安
殿
一

宴
二

五
位
已
上
一。
晩
頭
。
移
二

幸
　

皇
后
宮
一。
百
官
主
典
已
上
陪
従
踏

　
　
　
シ
テ
　
　
ツ　
　
シ

　
　
ク

　
　
テ

　
　
ニ

　
　
フ

　
　
ヲ

　
　
テ　
　
ム

　
　
ヲ　
　
　
　
ス
ル
ニ
　
　
　
テ
シ

　
　
ノ

　
　
ヲ

歌
。
且
奏
且
行
。
引
二

入
宮
裏
一。
以
賜
二

酒
食
一。
因
令
レ

探
二

短
籍
一。
書
　
以
二

仁
義
禮
智
信
五
字
一。

　
　
テ
　
　
ノ　
　
ニ

　
　
フ
　
　
ヲ
　
　
　
タ
ル　
　
ヲ
　
　
　
ニ
ハ
　
　
　
ナ
リ

　
　
　
ニ
ハ

　
　
ニ
ハ

　
　
　
ニ
ハ

　
　
　
ニ
ハ

　
　
ノ

隨
二

其
字
一

而
賜
レ

物
。
得
レ

仁
者
　

　

也
。
義
　

者
絲
也
。
礼
者
綿
也
。
智
　

者
布
也
。
信
　

者
段
常

布
也
。

廿
六

　
　
ノ

　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ク
　
　
　
メ
テ

　
　
ヲ

　
　
ニ　
　
フ

　
　
ニ

　
　
フ
　
　
　
テ
ヽ

　
　
ヲ

　
　
ニ

辛
亥
。
陸
奥
國
言
。
部
下
田
夷
村
蝦
夷
等
。
永
悛
二

賊
心
一。
既
從
二

教
喩
一。
請
建
二

郡
家
于
田
夷
村

　
　
ク

　
　
　
　
セ
ン
ト

　
　
ト

　
　
ス

一。
同
為
二
　

百
姓
一

者
。
許
レ

之
。

丙
辰
朔
　
二
　

　
　
ス
　
　
　
シ
テ
　
　
　
シ
テ

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
テ

　
　
ニ
　
　
ヘ

　
　
ヲ

　
　
　
シ
テ

二
月
丁
巳
。
釋
奠
。
詔
　

遣
二

右
中
辨
正
五
位
下
中
臣
朝
臣
廣
見
一。
就
二

大
學
寮
一

宣
レ

　
勅
。
慰
二

労

　
　
ヲ

博
士
學
生
等
一

勸
二

　
　
　
　
セ
シ
ム　
　
ノ　
　
ヲ

　
　
テ

　
　
　
　
フ
コ
ト　
　
ヲ
　
リ

勉
　
其
業
一。
仍
賜
レ
　

物
有
レ

差
。



乙
酉
朔
　
三
　

　
　
　
シ
テ

　
　
ニ

　
　
ス

　
　
ヲ

　
　
テ

　
　
ヲ
　
　
ム
　
　
セ

　
　
ヲ　
　
　
　
フ
コ
ト

　
　
ヲ

三
月
丁
亥
。
　
天
皇
御
二

松
林
宮
一。
宴
二

五
位
以
上
一。
引
二

文
章
生
等
一

令
レ

賦
二

曲
水
一。
賜
二
　

布
一

　
　
リ

有
レ

差
。

七
　

　
　
ス

　
　
ノ

タ
ヽ
テ
ヨ
リ　
　
ヲ
　
　
　
カ
タ
　
　
タ
　
　
テ

ア
カ
タ
　
　
ヲ

　
　
ノ　
　
　
ス
ル　
　
ハ　
　
ク

辛
卯
。
大
宰
府
言
。
大
隅
薩
摩
兩
國
百
姓
。
建
レ
　
　

國
以
來
。
未
二

曾
　

班
一レ

田
。
其
所
レ

有
　

田
悉

　
　
レ

　
　
テ
　
　
　
シ
テ

　
　
　
　
　
ル
コ
ト
ヲ

　
　
ハ
　
　
メ

　
　
　
　
　
　
カ
ス
コ
ト
ヲ　
　
シハ
ヽ

　
　
ニ
　
　
　
ク
ハ

　
　
　
　
　
カ
ラ
ン
ト

　
　
テ
　
　
ニ　
　
テ
　
　
ニ

是
墾
田
。
相
泰
為
レ

佃
。
　

不
レ

願
二

改
動
一。
　
若
從
二

班
授
一。
恐
　

多
二
　
　

喧
訴
一。
於
レ

是
隨
レ

舊
不
レ

　
　
　
カ
サ

　
　
ム

ミ
　　
　
　
ク
ラ

動
。
各
令
二

自
佃
一

焉
。

十
三

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
　
ヨ
リ　
　
ノ
　
　
ス

　
　
ミ　
　
　
ル
ニ

　
　
ヲ

　
　
ニ
　
　
　
タ
リ
　
　
　
ス
ニ　
　
ト

丁
酉
。
周
防
國
熊
毛
郡
牛
嶋
西
汀
。
吉
敷
郡
達
理
山
　

所
レ

出
銅
。
試
二

加
　

冶
練
一。
並
堪
レ

為
レ

用
。

　
　
チ　
　
ム

　
　
ヲ

キ
タ
ハ

　
　
テ　
　
ツ

　
　
ノ

　
　
ニ

便
令
下
二

當
國
一

採
冶
上。
以
宛
二

長
門
鑄
銭
一。

十
六

　
　
　
ハ
ル

庚
子
。

惑
晝
見
。

廿
七

　
　
　
シ
テ　
　
ク

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
　
　
レ
ド
モ

　
　
ヲ

　
　
　
　
フ
コ
ト　
　
ヲ
　
　
　
ニ
ノ
　
　
ホ　
　
シ
　
　
ク　
　
シ

　
　
ニ　
　
レ

　
　
　
シ
テ

辛
亥
。
太
政
官
奏
　

。
大
學
生
徒
既
經
二
　

歳
月
習
　
業
庸
淺
。
猶
難
二

博
達
一。
實
是
家
道
困
窮
　

　
　
　
レ
ハ

　
　
ニ

　
　
　
リ
ト

　
　
　
　
ム
コ
ト　
　
ヲ

　
　
ヘ　
　
　
ル
ニ　
　
ヲ

　
　
ミ

　
　
　
　
ラ
ク
ハ　
　
ビ

　
　
ナ

無
レ

物
二

資
給
一。
雖
レ

有
レ

好
レ
　

學
。
不
レ

堪
レ

遂
レ

志
。
望
請
　
選
三

性
識
聰
惠
藝
業
優
長
者
十
人
以
下

　
　
ラ
　
　
　
キ
ヲ

　
　
ヲ

　
　
テ
　
　
　
ヘ
ン

　
　
ヲ

　
　
テ　
　
ヘ

　
　
ニ　
　
　
　
　
　
ヲ

　
　
ヒ

五
人
以
上
專
精
二

學
問
一。
以
加
二

善
誘
一。
仍
賜
二

夏
冬
・
服
并
・
食

一。
又
陰
陽
醫
術
及
七
曜
頒
暦

　
　
ノ　
　
ハ

　
　
ノ

　
　
レ

　
　
　
　
　
　
ス
ル
コ
ト
ヲ
　
　
　
ル
ニ　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
　
セ
リ
　
　
シ
　
　
　
レ
ハ

　
　
セ
　
　
　
ク
ハ
　
　
　
サ
ン

等
類
。
國
家
要
道
。
不
レ

得
二

廢
闕
一。
　
但
見
二

諸
博
士
一。
年
齒
衰
老
。
若
不
二

教
授
一。
恐
　

致
レ

　
　
　
　
　
　
ス
ル
コ
ト
ヲ　
　
ヲ

　
　
ミ

　
　
　
　
ラ
ク
ハ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

絶
レ
　
　
　

業
。
望
仰
。
吉
田
連
宜
。
大
津
連
首
。
御
立
連
清
道
。
難
波
連
吉
成
。
山
口
忌
寸
主
。
私

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
テ

　
　
ヲ
　
　
ニ
　
　
　
メ
ヨ　
　
ハ
　
　
ヲ

ハ
　
　
　
　
　
セ
ヨ

　
　
ニ

部
首
石
村
。
志
斐
連
三
田
次
等
七
人
。
各
取
二

弟
子
一

将
令
レ

習
レ

業
。
其
時
服
食

亦
准
二

大
學
生

　
　
ノ

　
　
ハ

　
　
ニ

　
　
ニ

　
　
　
カ
ラ
　
　
シ
　
　
　
ン
ハ

　
　
　
　
カ
ラ
ン

一。
其
生
徒
陰
陽
醫
術
各
三
人
。
曜
暦
各
二
人
。
又
諸
蕃
異
域
。
風
俗
不
レ

同
。
若
無
二

訳
語
一。
難
二

　
　
テ　
　
シ

　
　
ヲ

　
　
テ

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ノ

以
通
一レ

事
。
仍
仰
二

粟
田
朝
臣
馬
養
。
播
磨
直
乙
安
。
陽
胡
史
眞
身
。
秦
忌
寸
朝
元
。
文
元
貞
等

　
　
ニ

　
　
テ

　
　
ヲ
　
　
　
　
メ
ン
ト　
　
ハ

　
　
ヲ

　
　
　
シ
テ　
　
ニ　
　
ス
　
　
ヲ

五
人
一。
各
取
二

弟
子
二
人
一

令
レ
　

習
二

漢
語
一

者
。
　
詔
　

並
許
レ

之
。

乙
卯
朔
　
十
　

　
　
　
ス
ラ
ク

　
　
ノ

　
　
　
ド
モ

　
　
　
　
ア
リ
ト
　
　
　
テ
ハ

　
　
ニ

　
　
シ

夏
四
月
甲
子
。
太
政
官
處
分
。
畿
内
七
道
諸
國
主
典
已
上
。
雖
二

各
職
掌
一。
　

至
二

於
行
事
一。
必
應

　
　
ニ　
　
ル
　
　
ハ

　
　
ニ　
　
テ

　
　
ヲ
　
　
　
ツ
テ

　
　
テ
　
　
ヲ

ア
ヘ
テ　
　
セ

　
　
ヲ

　
　
テ
　
　
ニ

　
　
　
レ
テ

ニ
　
　
　
　
　
ヘ
リ

二

共
知
一

或
國
司
等
私
造
二

税
帳
一。
竟
　

後
取
レ

署
。
不
二

肯
　

署
一レ

名
。
因
レ

此
上
下
觸
レ

相
違
。
又

　
　
ノ

　
　
ハ　
　
レ
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ス
ル
コ
ト
ヲ
　
　
　
ム
ル

　
　
ヲ
　
　
ハ

　
　
ハ

　
　
ヲ

　
　
ニ
　
　
　
セ
ヨ

　
　
ノ

　
　
ノ　
　
ヲ

　
　
　
ヨ
リ

大
税
収
納
不
レ

得
二

輕
忽
一。
　
　

進
二

税
帳
一

日
。
不
レ

問
二

頴
穀
一。
倉
別
署
二

主
當
官
人
名
一。
又
國
内
　

　
　
ノ
　
　
ス

　
　
ノ　
　
ハ

　
　
　
シ
テ

　
　
メ

　
　
リ
　
　
テ

　
　
ニ
　
　
　
　
ル
コ
ト　
　
メ

　
　
　
ド
モ

所
レ

出
珍
奇
口
味
等
物
。
國
郡
司
蔽
匿
　

不
レ

進
。
亦
有
下

因
二

乏
少
一

而
不
上
レ

進
。
自
今
以
後
。
物
雖

　
　
ナ
リ
ト

　
　
ラ

　
　
ヲ
　
　
　
セ
テ　
　
ニ
　
　
　
セ
ヨ

　
　
ノ

　
　
ハ

　
　
ニ　
　
レ

　
　
ノ

　
　
テ
　
　
ニ
　
　
　
ラ
ハ

二

乏
少
。
不
レ

限
二

驛
傳
一。
任
レ

便
貢
進
。
國
内
施
行
雜
事
。
主
典
已
上
共
知
。
其
史
生
預
レ

事
有
レ

　
　
　
　
ス
ル
コ
ト　　
ニ　
　
　
　
カ
ラ
ン

失
。
科
レ
　

罪
亦
同
　
也
。

十
六

　
　
　
シ
テ　
　
ク

　
　
ヲ　
　
フ
　
　
ト

　
　
テ
　
　
ニ　
　
テ

　
　
ニ

　
　
テ　
　
ク

　
　
ヲ

　
　
メ
　
　
ヲ
　
　
ス
ヲ　
　
ヲ　
　
フ
　
　
ト

庚
午
。
　
詔
　

曰
。
聖
人
大
寳
曰
レ

位
。
因
レ

茲
嚮
二

重
明
一。
以
聽
二

民
風
一。
理
レ

財
正
レ

辞
曰
レ

義
。
所

　
　
ニ
　
　
　
シ
テ

　
　
ヲ

　
　
フ

　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
リ
　
　
レ

　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
テ
　
　
キ

　
　
ヲ

以
裁
二

衣
裳
一

而
齋
二

時
俗
一。
安
不
之
事
在
二

予
一
人
一。
自
レ

今
以
後
。
天
下
婦
女
。
改
二

舊
衣
服
一。
施

　
　
　
ヒ
ヨ

　
　
ヲ

　
　
ク

コ
ヽ
ニ　
　
テ
　
　
ヲ

　
　
　
ニ
ハ

　
　
ヲ

　
　
　
ン
ヤ　
　
マ

二

用
　

新
樣
一。
永
　

言
　

念
レ

茲
。
懋
二

允
　

所
職
一。
公
卿
百
寮
豈
不
レ

慎
歟
。



十
七

　
　
　
メ
テ　
　
ク

　
　
ニ

　
　
ヲ

　
　
ム
　
　
　
　
ヲ
シ
テ　
　
テ

　
　
ニ

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ニ

　
　
テ

辛
未
。
始
　

置
二

皇
后
宮
職
施
藥
院
一。
令
下

諸
國
　
以
二

職
封
并
大
臣
家
封
戸
庸
物
一

宛
レ

價
買
二

取
草

　
　
ヲ

　
　
メ

　
　
ヲ

藥
一。
毎
年
進
上
レ

之
。

　
　
　
　
ス
ラ
ク

　
　
ノ

　
　
ハ

　
　
セ

　
　
ニ

　
　
シ

　
　
　
ン
ハ

六
月
甲
寅
朔
。
太
政
官
處
分
。
自
レ

今
以
後
。
史
生
已
上
上
日
數
。
毎
月
讀
二

申
長
官
一。
如
長
官
不

　
　
ラ

　
　
セ

　
　
ニ

レ

參
。
讀
二

申
大
納
言
一。

廿
七

　
　
テ
　
　
ユ　
　
ム

セ
　
　

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
ニ
　
　
　
ア
リ

庚
辰
。
縁
レ

旱
令
レ

二

四
畿
内
水
田
陸
田
一。
」
神
祗
官
曹
司
災
。

廿
九

　
　
　
ナ
リ
　
　
　
フ
ル

　
　
ノ　
　
ニ
　
　
　
ア
リ

　
　
ス

壬
午
。
雷
　

雨
。
神
祗
官
屋
災
。
往
々
人
畜
震
死
。

甲
申
朔
　
十
一

　
　
　
　
ス
ラ
ク　
　
ル
　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
ニ
　
　
ハ

　
　
ヨ
　
　
ニ

　
　
レ
　
　
ヒ

　
　
ヲ

閏
六
月
甲
午
。
制
。
奉
二

幤
伊
勢
大
神
宮
一

者
。
卜
食
五
位
已
上
宛
レ

使
。
不
レ

須
二

六
位
已
下
一。

十
七

　
　
テ

　
　
ニ

　
　
　
シ
テ

　
　
ノ

　
　
ニ

　
　
テ

　
　
ヲ
　
　
　
　
ハ
シ
ム　
　
ヲ

　
　
　
シ
テ
　
　
ヲ　
　
リ
　
　
ヲ

庚
子
。
縁
二

去
月
霹
靂
一。
　
勅
二

新
田
部
親
王
一。
率
二

神
祗
官
一

卜
レ
　

之
。
乃
遣
レ
下

使
奉
二

幤
於
畿
内

　
　
ノ

　
　
ニ
　
　
テ　
　
　
　
セ
シ
ム

七
道
諸
社
一

以
礼
謝
上
　

焉
。

廿
七

　
　
　
ス
ラ
ク

コ
ロ

　
　
　
ナ
リ
　
　
　
　
ス
ル
ニ

　
　
　
ラ
ン　
　
ヲ

　
　
ク　
　
　
シ
テ

　
　
ヲ

　
　
ニ

　
　
ム

　
　
セ

　
　
ノ

庚
戌
。
　
勅
。
比
者
亢
陽
稍
盛
。
思
量
　
年
穀
不
レ

登
。
宜
下

遣
二

使
者
四
畿
内
一。
令
上
レ

二

百
姓

　
　
ヲ

産
業
一

矣
。

癸
丑
朔
　
十
一

　
　
　
シ
テ　
　
ク

　
　
　
ス
ル

　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
ハ

　
　
　
ヒ
ヨ

　
　
ヲ

　
　
レ

　
　
テ
　
　
ニ

秋
七
月
癸
亥
。
　
詔
　

曰
。
供
二

給
　

齋
宮
一

年

。
自
今
以
後
皆
用
二

官
物
一。
不
レ

得
二

依
レ

舊
宛
二

　
　
　
　
　
ル
コ
ト
ヲ

　
　
ノ

　
　
ノ　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
ニ　
　
ム

　
　
ヲ

　
　
　
ニ
ハ

　
　
レ
　
　
　
　
フ
コ
ト　
　
ノ

用
　
　

神
戸
庸
調
等
物
一。
其
大
神
宮
祢
宜
二
人
進
二

位
二
階
一。
内
人
六
人
　

一
階
。
莫
レ

問
二
　

年
之
長

　
　
ヲ

幼
一。

癸
未
朔
　
七
　

　
　
ル

　
　
ノ　
　
ニ

八
月
己
丑
。
太
白
入
二

大
微
中
一。

廿
九

　
　
ノ

　
　
ス

辛
亥
。
遣
渤
海
使
正
六
位
上
引
田
朝
臣
虫
麻
呂
等
來
歸
。

　
　
　
　
　
セ
ル
コ
ト

九
月
壬
子
朔
。
日
有
レ

蝕
　
　

之
。

二
　

　
　
ス

　
　
ニ

　
　
ス

　
　
ノ

　
　
ヲ

癸
丑
。
　
天
皇
御
二

中
宮
一。
虫
麻
呂
等
獻
二

渤
海
郡
王
信
物
一。

八
　

　
　
ノ

　
　
ス

　
　
カ

　
　
ノ
　
　
　
ナ
リ

己
未
。
從
二
位
大
納
言
多
治
比
眞
人
池
守
薨
。
左
大
臣
正
二
位
嶋
之
第
一
子
也
。

廿
五

　
　
　
シ
テ　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
メ
　
　
セ

　
　
ニ

　
　
ニ

　
　
　
　
ラ
シ
ム

モ
ト
ノ

　
ノ
〔
不
比
等
〕　　
ヲ

丙
子
。
遣
レ

使
以
二

渤
海
郡
信
物
一。
令
レ

獻
二

山
陵
六
所
一。
并
祭
二
　
　

故
　

太
政
大
臣
藤
原
朝
臣
墓
一。

廿
七

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ス

　
　
ノ　
　
ニ

　
　
シ

戊
寅
。
正
四
位
下
葛
城
王
。
從
四
位
下
小
野
朝
臣
牛
養
。
任
二

催
造
司
監
一。
本
官
如
レ

故
。

廿
八

　
　
ム

　
　
ノ

　
　
ヲ

己
卯
。
停
二

諸
國
防
人
一。

廿
九

　
　
　
シ
テ　
　
ク

　
　
ヒ

　
　
ニ　
　
ク　
　
リ

　
　
ハ　
　
テ

　
　
ニ

　
　
シ

　
　
ハ　
　
テ

　
　
ニ

　
　
ス

　
　
　
　
　
ス
ル
コ
ト

庚
辰
。
　
詔
　

曰
。
京
及
諸
國
多
有
二

盗
賊
一。
或
捉
二

人
家
一

劫
掠
。
或
在
二

海
中
一

侵
奪
。
蠹
二

害
　

　
　
ヲ
　
　
シ　
　
　
キ
ハ
　
　
　
ヨ
リ

　
　
ノ　
　
　
　
ヲ
シ
テ
　
　
　
カ
ニ　
　
テ

　
　
ヲ
　
　
ス　
　
ム

　
　
セ

　
　
ノ

　
　
ニ

百
姓
一

莫
レ

甚
二

於
此
一。
宜
下

令
二

所
在
官
司
一
　

嚴
　

加
二

捉
搦
一

必
使
中

擒
獲
上。
又
安
藝
周
防
國
人
等
妄

　
　
テ

　
　
ヲ

　
　
ク　
　
メ

　
　
ヲ

　
　
　
シ
テ

　
　
ヲ

　
　
フ

　
　
　
　
リ
ト

　
　
ル

　
　
キ
　
　
ニ

　
　
ノ　
　
ノ　
　
ニ

　
　
　
シ
テ

　
　
ヲ

説
二

禍
福
一。
多
集
二

人
衆
一。
媛
二

祠
　

死
魂
一。
云
レ

有
レ

所
レ

祈
。
又
近
レ

京
左
側
山
原
。
聚
二

集
　

多
人
一

　
　
ス
　
　
ヲ
　
　
　
寸
ハ

　
　
　
寸
ハ

　
　
キ
　
　
ノ

　
　
ク
　
　
　
ヘ
リ

　
　
ニ
　
　
　
ク
ハ　
　
ニ
　
　
　
セ
ハ

　
　
　
　
ス
コ
ト　
　
ヲ　
　
　
　
カ
ラ
ム

妖
言
惑
レ

衆
。
多
　

則
萬
人
。
少
　

乃
數
千
。
如
レ

此
徒
深
違
二

憲
法
一。
若
　

更
因
循
　

為
レ
　

害
滋
甚
。



　
　
レ
　
　
　
　
ル
コ
ト　
　
ニ　
　
ラ

　
　
テ

ヲ
　
　

　
　
　
　
　
ル
コ
ト
ハ

　
　
ヲ

　
　
ス

ホ
シ
ヒ
マ
ヽ
ニ

　
　
　
　
　
　
ス
ル
コ
ト
ハ

自
レ

今
以
後
。
勿
レ

使
二
　

更
然
一。
又
造
レ

多
補
二
　
　

禽
獸
一

者
。
先
朝
禁
斷
。
擅

發
二
　
　
　

兵
馬

　
　
ヲ

　
　
サ
　
　
　
ル
ニ

　
　
テ

　
　
ヲ

　
　
ニ
　
　
　
シ
テ

　
　
ヲ

　
　
　
　
　
ス
ル
コ
ト

　
　
ヲ
　
　
　
ル
ニ　
　
シ

人
衆
一

者
。
當
今
不
レ

聽
。
而
　

諸
國
仍
作
二

籬
一。
擅
發
二

人
兵
一。
殺
二

害
　
　

猪
鹿
一。
計
　

無
二

頭
數

　
　
ス
　
　
ニ　
　
ク

　
　
　
　
　
　
ス
ル
ノ
ミ
ニ

　
　
ヲ

　
　
ニ

　
　
　
セ
リ

　
　
ヲ

　
　
ク
　
　
　
チ
テ

　
　
ニ
　
　
ニ　
　
シ

　
　
ス

一。
非
三

直
多
害
二
　
　
　

生
命
一。
實
亦
違
二

犯
　

章
程
一。
宜
頒
二

諸
道
一

並
須
二

禁
斷
一。

壬
午
朔
　
四
　

　
　
ヲ　
　
ス

　
　
ト

冬
十
月
乙
酉
。
大
僧
都
辨
静
法
師
為
二

僧
正
一。

廿
五

　
　
ノ

　
　
ノ

　
　
ス

丙
午
。
彈
正
尹
從
四
位
下
酒
部
王
卒
。

廿
九

　
　
テ
　
　
ヲ　
　
ル

　
　
ノ

　
　
ヲ

　
　
ノ

　
　
ノ　
　
ニ

庚
戌
。
遣
レ

使
奉
二

渤
海
信
物
於
諸
國
名
神
社
一。

辛
亥
朔
　
七
　

　
　
リ
　
　
ヲ　
　
ク
　
　
ヲ

十
一
月
丁
巳
。
雷
雨
大
風
。
折
レ

木
發
レ

屋
。

續
日
本
紀
巻
第
十

〔
御
本
奥
記
〕

延
文
元
年
丙
申
六
月
日
修
補
之
　
　
　
　
正
四
位
上
神
祗
大
副
卜
部
兼
豊

永
正
十
二
閏
二
月
廿
一
日
終
書
冩
功
了


